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令和元年第２回一宮町議会定例会会議録 

（第１号） 

 令和元年６月１４日招集の第２回一宮町議会定例会は、一宮町役場議場において開催された。 

１．現在議員は１４名で、出席者の議席番号および氏名は、次のとおり。 

  １番  川  城  茂  樹      ２番  内  山  邦  俊 

  ３番  小  関  義  明      ４番  大  橋  照  雄 

  ５番  小  林  正  満      ６番  鵜  沢  清  永 

  ７番  鵜  沢  一  男      ８番  藤  乗  一  由 

  ９番  袴  田     忍     １０番  吉  野  繁  徳 

 １１番  志  田  延  子     １２番  森     佐  衛 

 １３番  鵜 野 澤  一  夫     １４番  小  安  博  之 

２．欠席議員は次のとおり。 

 欠席議員なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおり。 

町 長 馬 淵 昌 也 副 町 長 川 島 敏 文 

会 計 管 理 者 小 柳   薫 教 育 長 藍 野 和 郎 

総 務 課 長 塩 田   健 秘書広報課長 鶴 岡 治 美 

企 画 課 長 渡 邉 高 明 税 務 課 長 秦   和 範 

住 民 課 長 鎗 田 浩 司 福祉健康課長 森   常 麿 

都市環境課長 土 屋   勉 産業観光課長 田 中 一 郎 

オリンピック 
推 進 課 長 高 田   亮 子 育 て 支 援 

課 長 中 山 栄 子 

教 育 課 長 峰 島 勝 彦   

４．職務のため議場に出席した事務局職員は、次のとおり。 

事 務 局 長 諸 岡   昇 書 記 関 谷 智香子 

５．本会議に付議された事件は、次のとおり。 

 日程第一   会議録署名議員の指名 

 日程第二   会期の決定 

 日程第三   諸般の報告 

 日程第四   町長の行政報告 

 日程第五   請願第 １号 音声記録開示に関する請願書 
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日程第六   請願第 ２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関 

               する請願書 

 日程第七   請願第 ３号 「国における２０２０年度教育予算拡充に関する意見書」採 

               択に関する請願書 

 日程第八   一般質問 

 日程第九   報告第 １号 繰越明許費繰越計算書について 

 日程第十   議案第 １号 一宮町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第十一  議案第 ２号 東浪見コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例等 

               の一部を改正する条例の制定について 

 日程第十二  議案第 ３号 一宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定 

               について 

 日程第十三  議案第 ４号 一宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

               を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第十四  議案第 ５号 一宮町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第十五  議案第 ６号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減 

               少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

               の制定に関する協議について 

 日程第十六  議案第 ７号 令和元年度一宮町一般会計補正予算（第３次）議定について 

 日程第十七  議案第 ８号 釣ヶ崎海岸施設建築工事の請負契約締結について 

 日程第十八  諮問案第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第十九  同意案第１号 一宮町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ 

               て 

 日程の追加 

 日程第二十  発議第 １号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 

 日程第二十一 発議第 ２号 国における２０２０年度教育予算拡充に関する意見書 



－3－ 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前 ９時０２分 

◎開会の宣告 

○議長（小安博之君） 皆さん、おはようございます。 

  梅雨の晴れ間のよい天気となりましたが、早朝よりご参集いただき、まことにご苦労さま

でございます。 

  クールビズ期間中は地球温暖化対策と節電対策を目的に、ノーネクタイで議会を開催いた

します。 

  なお、暑い方は上着を脱いでいただいても結構です。 

  ただいまから令和元年第２回一宮町議会定例会を開会いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○議長（小安博之君） ただいまの出席議員数は14名です。よって、定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議会運営委員会委員長の報告 

○議長（小安博之君） 日程に入る前に、議会運営委員長より本定例会の運営について発言の

申し出がありましたので、これを許します。 

  議会運営委員長、12番、森 佐衛君。 

○議会運営委員長（森 佐衛君） 会期について、議会運営委員会から報告いたします。 

  本定例会に提案されるものは町長の行政報告を初めとして、請願３件、繰越明許費繰越計

算書の報告１件、条例の一部改正５件、規約の改正に伴う協議１件、補正予算１件、工事請

負契約１件、人事案件２件でございます。 

  なお、請願の採決の結果によっては意見書提出の発議案が提出されます。 

  また、一般質問は６名の議員から提出されております。 

  以上を勘案いたしまして、会期については本日１日としたいと思います。 

  以上で報告を終わります。以上です。 

○議長（小安博之君） どうもご苦労さまでした。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 
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○議長（小安博之君） 本日の議事日程を報告いたします。 

  日程は既に印刷してお手元に配付してあります。これをもってご了承願います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（小安博之君） これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において指名いたします。 

  ２番、内山邦俊君、３番、小関義明君、以上、両名にお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会期の決定 

○議長（小安博之君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申どおり、本日１日といたし

たいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日１日と決定

いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（小安博之君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

  監査委員から例月出納検査結果報告書及び定例監査報告書の提出がありました。 

  別紙、諸般の報告一覧表のとおり、資料をお手元に配付しております。これをもってご了

承願います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎町長の行政報告 

○議長（小安博之君） 日程第４、町長の行政報告を伺います。 

  馬淵町長より、本定例会に当たり行政報告を行いたい旨の申し出がありましたので、これ

を許します。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 皆様、おはようございます。 

  本日ここに、令和元年第２回一宮町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方
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におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。 

  本定例会では、条例の一部改正案や補正予算案など、合計11件の案件をご審議いただきま

すが、開会に先立ちまして、町政運営の概況をご報告申し上げます。 

  初めに、総務課所管の業務についてでございます。 

  平成30年度決算の関係についてご報告申し上げます。５月31日に全ての会計について出納

を閉鎖いたしましたので、その結果をご報告いたします。 

  一般会計は、歳入48億3,571万円、歳出45億8,367万円、繰越金は２億5,204万円でありま

す。また、国民健康保険事業など４つの特別会計は、合計で歳入28億8,594万円、歳出28億

1,321万円、繰越金は7,273万円であります。次回の定例会に決算書をもってご承認を賜りま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に、節電及び地球温暖化対策の関係であります。 

  役場におきましては、５月７日火曜日からノーネクタイ、いっちゃんポロシャツまたはオ

リンピックポロシャツを着用した執務により、庁舎内の室温を原則28℃とするクールビズに

取り組んでおります。議会を初め住民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたし

ます。 

  続きまして、企画課所管の業務についてであります。 

  まず、上総一ノ宮駅東口設置事業ですが、工事は４月15日着工し、現在は基礎くい打ち工

事を行っております。令和２年６月下旬、供用開始を目指して工事を進めております。 

  次に、釣ヶ崎海岸に整備する県立自然公園内の恒久施設ですが、入札を行い、業者が東日

総業株式会社に決定し、現在仮契約を締結しております。契約金額が5,000万円以上となり、

本契約には議会の議決が必要になります。本議会に議案として上程していますので、よろし

くお願いいたします。 

  次に、加納久宜公没後100年記念事業の一つである記念碑のお披露目式ですが、５月28日

に顧問委員会を開催し、11月３日、文化の日、振武館で開催することとなりました。今後、

開催に向け準備に取り組んでまいります。 

  次に、オリンピック推進課所管の業務についてであります。 

  東京2020オリンピック競技大会の関係についてご報告申し上げます。 

  まずは聖火リレーに関しまして、６月１日に千葉県がオリンピック聖火リレーの県内ルー

ト概要を発表し、当町で聖火リレーが実施されることが決定いたしました。県内では2020年

７月２日から４日までの３日間、当町を含む21市町をめぐることとなり、その１日目にいす
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み市の太東海水浴場から釣ヶ崎海岸までの区間で行われることとなります。 

  続きまして、大会機運醸成イベントに関しまして、ＷＳＬ主催のＱＳ6000が4月29日から

５月５日にかけて、また、ＮＳＡ主催の第１回ジャパンオープンオブサーフィンが５月６日

から７日にかけて釣ヶ崎海岸で開催されました。両大会とも東京2020大会サーフィン競技の

代表選出に向けた重要な位置づけとなる大会であり、多くのトップクラスの選手やギャラリ

ーの皆様が当町へお越しくださいました。特にＱＳ6000につきましては、商工会や体育協会、

文化協会等さまざまな団体の方々のご協力をいただき、大会の盛り上げに加え、当町の魅力

を国内はもとより世界にも発信することができました。 

  今後の主な活動といたしましては、７月13日に町主催による大会開催１年前イベントを一

宮海水浴場で行います。当イベントは、例年開催されている観光協会主催のはまぐり祭りと

同時開催することで、当町の海のすばらしさやサーフィンの魅力、そしてオリンピックの雰

囲気をより多くの方々に感じていただきたいと思っております。現在、内容を協議しており、

詳細が決まり次第、町民の皆様にお知らせいたします。 

  そして、大会組織委員会主催によるサーフィン競技のテストイベントが７月18日から21日

にかけて開催される予定です。本大会運営のため、サーフィン競技やスタッフの運営、計測

機器等のテクノロジー技術等を中心にテストを行うものになります。 

  オリンピック開催が約１年後に迫り、徐々にではありますが、具体的な情報が増えてきた

と実感しています。今後とも大会機運の醸成、そして大会成功のために、町民の皆様には正

確な情報を迅速に提供してまいります。 

  続きまして、住民課所管の業務についてであります。 

  まず、国民健康保険の関係であります。 

  平成30年度の医療費ですが、約９億8,400万円となり、前年度からほぼ横ばいに推移して

います。繰越金は約4,800万円、基金につきましては約9,800万円の残高でありました。医療

費の急激な増加に対する財政面の安定化を考慮し、令和元年度につきましては、税率据え置

きでの維持運営に努めてまいりたく存じます。引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。 

  また、健康維持と医療費の適正化を目的とした特定健診でありますが、昨年度に引き続き、

心電図と眼底検査を全員の方が受診できるようにいたしました。40歳以上の国保加入者と後

期高齢者医療制度加入者を対象に、今月３日月曜日から本日14日金曜日まで、保健センター

で実施いたしております。昨年度と同様、土曜日にも健診日を設け、多くの方が受診できる
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体制といたしました。また、今年度から受診率を上げる取り組みとして、ＡＩを活用した特

定健診受診率向上支援事業による受診勧奨を実施いたしました。今後につきましても医師会

と連携し、新規事業の糖尿病性腎症重症化予防事業を実施する予定であります。 

  あわせて、これまでと同様に人間ドック助成事業、ジェネリック医薬品の推奨も引き続き

行ってまいります。町といたしましても、国保加入者の健康な生活と医療費削減に努め、国

保税による負担増を抑制できるよう、さらに努力してまいります。 

  続きまして、福祉健康課所管の業務についてであります。 

  まず、福祉事業の関係です。 

  高齢者を初めとする町民の足として大変好評をいただいている新にこにこサービスであり

ますが、市町村無償運送の委託方式は適切ではないとの国土交通省自動車局通知を受け、予

定どおりこの４月から町直営事業として大きな変更点もなく運行しております。今後も高齢

者、障害者の皆様が安心した生活を当町で送れるよう、本サービスを初め各種サービスの向

上に努めてまいります。 

  次に、健康事業の関係です。 

  昨年の７月以降、特に関東地方において風疹の患者数が増加していることから、その対策

として、平成31年２月、国による風疹の緊急対策が示されました。この対策は、最初に風疹

抗体価検査を行い、抗体価が低い方にのみ予防接種を受けていただくものであります。対象

者につきましては、これまで風疹の定期予防接種の機会が与えられなかった昭和37年４月２

日（57歳）から、昭和54年４月１日（40歳）までの生まれの男性で、今後３年間をかけて抗

体価検査などの対策に取り組んでまいります。 

  初年度となる令和元年度は、対象者のうち若年層である40歳から47歳までの方を対象に、

全国で抗体価検査と予防接種を無料で受けることができるクーポンを発行し、風疹の発生と

蔓延予防に努めてまいります。関連予算を今議会の補正予算に提案しておりますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

  また、原則65歳の方を対象とした高齢者肺炎球菌定期接種でありますが、70歳や75歳など、

65歳以上の５歳刻みの方につきましても、引き続き定期接種とする経過措置が平成31年１月

に示され、令和５年までの５年間延長になりました。本年度の当初予算には、65歳の方だけ

を対象に予算を計上しておりますので、65歳以上の方に必要となる経費につきましても、今

議会の補正予算に提案しております。あわせてご審議くださるようお願いいたします。 

  次に、介護保険事業の関係です。 
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  現在、町内２カ所で実施している送迎つきの運動教室、通所型サービスＡでありますが、

10月からは新たな場所でも開催できるよう準備を進めています。準備が整い次第、広報など

で周知してまいりますので、積極的なご利用をお待ちしています。 

  また、本年10月の消費税率10％への引き上げに伴い、低所得者に対する介護保険料のさら

なる軽減強化が図られます。今議会に介護保険条例の所要の改正を提案しておりますので、

ご審議くださるようお願いいたします。 

  続きまして、子育て支援課所管の業務についてであります。 

  この４月に新たに設置した子育て支援課ですが、学童保育に関する業務をこれまでの教育

課主管、社会福祉協議会委託の体制から引き継ぎ、町直営の事業としてスタートいたしまし

た。保育所運営とあわせ、安全面に十分配慮しながら子供が安心して過ごせる生活の場を整

え、保護者の仕事と家庭の両立を支援してまいります。 

  続きまして、産業観光課所管の業務についてであります。 

  まず、農業の関係です。 

  水稲の病害虫被害を防ぐため、ラジコンヘリコプターによる水稲農薬散布を７月10日水曜

日に実施します。個別に散布を行っていた綱田地区は、前年度から町植物防疫協会により従

来の地域と一括して行っており、今年度は約166.8ヘクタールに農薬散布を実施します。関

係機関及び住民の皆様のご協力をお願いいたします。 

  また、米の関係では、平成30年産米から国による生産数量目標の配分が廃止されました。

米価は回復傾向にあるものの、価格安定のためには引き続き米の生産調整が必要であり、町

では手厚い助成が受けられる飼料用米の作付を推進してまいります。 

  次に、施設園芸ですが、農業施設の改修や新設を支援する「輝け！ちばの園芸」次世代産

地整備支援事業は、生産力強化支援型が４件、園芸施設リフォーム支援型が２件で、現在、

事業実施に向け手続を進めているところです。町の主要農産物であるトマト、メロン、梨の

増産に大きく寄与する事業であり、適切な事務執行に努めてまいります。 

  次に、商工観光関係ですが、一宮海岸駐車場を有料駐車場として、４月20日土曜日から開

設いたしました。駐車場の利便性と魅力向上を図るため、駐車場の舗装化を行い、受け入れ

体制の強化に努めてまいります。 

  また、町内の消費喚起と地域活性化を目的とした一宮町得々お買物券を、７月５日金曜日

から商工会にて販売いたします。販売される商品券につきましては、購入価格１万円に対し

て１万1,000円のお買い物ができ、町内の小売業を初め飲食店など約200店舗でご利用いただ
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ける大変お得な商品券となっております。町民の皆様には、ぜひこの機会にお買い求めいた

だき、活用をお願いいたします。 

  また、海水浴場につきましては、７月13日土曜日に海開きを行い、８月19日月曜日までの

38日間開設いたします。海開き当日は、毎年好評をいただいているはまぐり祭りを催し、海

の魅力を伝えるほか、ふだん体験することができないハマグリ拾いやハマグリのつまみどり

などにより、海水浴への集客と千葉ブランド水産物のＰＲに努めます。 

  また、恒例の納涼花火大会でありますが、８月３日土曜日に開催を予定しており、６月３

日月曜日から観光協会理事の皆様方と職員が町内外に寄附のお願いに伺っております。今年

も一宮海岸を彩るすばらしい花火大会が期待されております。 

  また、風物詩である灯籠流しでありますが、８月16日金曜日に新生橋付近で開催を予定し

ております。当日は雅楽の演奏などさまざまな催し物を予定いたしておりますので、ぜひ足

をお運びください。 

  本年度も観光客の皆様に一宮町の魅力を十分に満喫していただけるよう取り組むほか、夏

期観光期間中につきましては警察や消防、関係機関との連絡を密にし、事故防止に万全の体

制を整えてまいります。 

  続きまして、都市環境課所管の業務についてでございます。 

  まず、環境事業の関係です。 

  ５月26日の日曜日にごみの散乱防止と再資源化の普及啓発のため、道路等の公共の場所に

捨てられた空き缶、空き瓶、紙くず等の一斉清掃を行うごみゼロ運動を実施しました。町内

全域で2,271人の参加をいただき、ごみの回収量は940キログラムとなり、昨年より480キロ

グラムの減量となりました。 

  また、犬の狂犬病予防注射でありますが、４月10日水曜日、11日木曜日、14日日曜日の３

日間、集合注射として12カ所で253頭に実施しました。狂犬病は犬だけではなく人にも感染

し、発症すると治療方法がない病気です。今後も町内での発症を防止するため、犬の狂犬病

予防注射を実施してまいります。 

  また、小型合併処理浄化槽設置事業ですが、一定の条件のもと、設置に対し一部を助成い

たします。５月末現在ですが、くみ取り槽から合併浄化槽への転換に３件の申し込みがあり

ました。 

  また、放射能汚染問題ですが、引き続き空間放射線量の測定、農作物、小中学校及び保育

所の給食食材の放射性物質の検査を実施しており、結果は不検出か基準以下となっているこ
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とから、町民の皆様の健康への影響はないものと判断しております。 

  次に、都市整備の関係です。 

  コンクリートブロック塀補助事業に対し、一定の条件のもと一部を助成しており、５月末

現在で８件の申し込みがありました。 

  次に、町道工事の関係です。 

  本年度予定しております新設改良工事、道路維持工事については、５月31日に１回目の入

札を行いました。今後も緊急性や優先順位に配慮しながら、地域住民の要望に沿った予算執

行に努めてまいります。 

  また、国の補助事業ですが、町道１－７号線、通称天道跨線橋通りの道路改良工事は農地

区間の第１工区が昨年度完了し、今年度は後半の第２工区の用地測量及び詳細設計を予定し

ております。 

  続きまして、教育課所管の業務についてでございます。 

  まず、学校教育の関係です。 

  教育関係について申し上げます。平成31年度、小中学校の入学児童生徒は、東浪見小学校

21人、一宮小学校71人、一宮中学校91人でした。これにより、５月１日現在の児童生徒数は、

東浪見小学校148人、一宮小学校521人、一宮中学校305人となりました。 

  なお、児童生徒数の昨年度との比較では、東浪見小学校は３人減、一宮小学校は３人減、

一宮中学校は21人減、３校合わせますと27人の減少であります。 

  続いて、学校施設の環境整備でございます。老朽化に伴う扉の開閉や保管用具への雨漏り

被害が生じておりました東浪見小学校体育倉庫新築工事は、５月末をもちまして完成いたし

ました。引き続き、児童生徒が安心して取り組める学習環境の整備に努めてまいります。 

  次に、社会教育の関係です。 

  昨年に引き続き、英会話教室を５月から開校しており、37名が受講しております。総合文

化祭については、芸能音楽祭が10月27日日曜日に、文化祭は11月９日土曜日と10日日曜日の

２日間開催する予定となっております。 

  終わりに、この定例会には繰り越し予算に係る報告１件、条例改正案５件、一部事務組合

の規約改正に伴う協議１件、補正予算案１件、契約締結１件、諮問案１件、同意案１件を提

案いたしましたので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

  以上で行政報告を終わります。 

○議長（小安博之君） ご苦労さまでした。 
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  以上で、町長の行政報告を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎請願第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第５、請願第１号 音声記録開示に関する請願書を議題といたし

ます。 

  本定例会までに受理した請願は、お手元にお配りしました請願文書表のとおりです。 

  お諮りいたします。本請願については、会議規則第90条第２項の規定により、委員会の付

託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略することに

決しました。 

  紹介議員の説明を求めます。 

  紹介議員、８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗一由です。 

  それでは、請願１件目の音声記録開示に関する請願書、これについて紹介議員として請願

書に関する説明をいたします。 

  お手元の資料をご覧ください。 

  音声記録開示に関する請願書。 

  令和元年５月14日。 

  一宮町議会議長、小安博之様。 

  請願者、住所、千葉県長生郡一宮町一宮9971、近藤秀雄。 

  紹介議員、一宮町議会議員、藤乗一由、一宮町議会議員、大橋照雄。 

  請願の要旨を申し上げます。 

  平成31年４月８日に開示請求書を提出し、平成31年４月22日に回答を頂きましたが、非開

示（請求拒否）とする内容でした。再度開示を要求する。というものです。 

  参考として、開示請求を出した時点での町よりの行政文書非開示決定通知書、これよりの

文章を以下に読み上げます。 

  当該音声記録には、一宮町情報公開条例第７条２号に該当する非開示情報に該当する部分

が含まれており、当該部分を用意に区別して除く事ができず、第８条第１項による部分開示

を行うことができないため非開示とする。 
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  決定通知書の中には、「当該部分を用意に区別して除くことができず」とありました。こ

こに誤字がございまして、容易というのは簡単にという意味でございます。これを読みかえ

てご覧いただきたいと思います。 

  以下、これに関して説明をつけ加えさせていただきます。 

  情報公開を進めることで、行政の透明性、信頼度を高め、安心して暮らせる社会形成を進

めることは自治体の責務です。それによって初めて住民との協働のまちづくりへと向かうこ

とが可能となります。 

  このたび、この請願提出者が音声記録の開示を求めて請求した内容に関しまして、町より

非開示の通達がなされ、それに対して不服とする部分があるため、今般、一宮町議会宛てに

町での開示を要求する旨の意見書が提出されました。開示請求の対象は、町長室における馬

淵町長と町民との話し合いの内容に関する情報の公開につきまして、公人としての発言に関

して当事者からの開示請求がされたというものです。 

  町では、これを公文書として開示請求の対象として開示請求を受理しました。一宮町情報

公開条例におきましても、音声記録に当たるデータ、情報も公開の対象とされる旨が示され

ております。非開示決定通知書には、当該部分を容易に区別して除くことができず云々とあ

りますが、県はもとより、これに対応している自治体も多く、町においても条例を整備した

時点でこうした内容に対応すべく準備を進めておく必要がありました。 

  技術的、あるいは比較的高度とは言えない設備が不備なことにより、それにより非開示と

するということは、行政として情報開示に取り組む姿勢に怠慢であるとも受けとめられかね

ません。また、時代の流れに逆行しているとも受けとめられかねません。これら問題点をク

リアした上で開示を進めるべきと考え、紹介者としてここに提示させていただきます。 

  以上、慎重にご審議いただきますようお願いいたします。 

  2019年６月14日。 

  一宮町議会議員、藤乗一由。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 紹介議員の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  ９番、袴田 忍君。 

○９番（袴田 忍君） ９番、袴田でございます。 

  私は、この文書を１枚見ただけで、これが請願書として何の理由しているのかなとちょっ
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と疑問に思いました。その中で、私は町長とその相手の方が町長室で面談をした。本来なら

議事録をとるのも必要だと私思いますが、なぜ今回録音にしたのか。そして録音はどちら側

から提出したのかお聞きしたいと思います。そして、その録音テープは今もきちんと適正に

保管されているのかお聞きしたいと思います。 

  また、私は情報公開というのは、僕は必要であると思います。その中で、公開をする中で

は、これ一つの例なんですが、本当に町長が部分的に重要視される部分であれば、その部分

の除去、そしてまた文書であれば黒塗りで文書公開してもいいんではないかと、そう考えま

すが、町長いかがでしょうか。 

○議長（小安博之君） ８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗です。 

  この請願に関しましては、請願提出者の仲介ということで、紹介議員の私がお答えすると

いうことになります。ただし、この経緯に関しましては、実際にその部分まで録音されてい

るかどうか、それは私にも分かりかねます。また、それが公開の対象になる部分であるかも

しれませんので、ここではお答えすることは残念ながらできません。 

○議長（小安博之君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  11番、志田延子君。 

○１１番（志田延子君） 私は本請願に対して反対の立場で討論いたしたいと思います。 

  本請願は、町の情報公開条例に基づく情報開示請求に対して、町が行った不開示決定を不

服として町に公開を求めるものですが、同条例では、決定に不服の場合、請求者は情報公開

審査会に審査請求をできることになっており、町では申請者に不開示の通知を行う際に、こ

うした制度についても周知していると聞いております。 

  請求者は町の決定に不服であれば、まずは審査会に審査を請求すべきであり、こうした手

続を経ずに議会が公開の是非を判断するのは適当でないことから、本請願に反対いたします。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 
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  これより、日程第５、請願第１号 音声記録開示に関する請願書を採決いたします。 

  お諮りいたします。本請願に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小安博之君） ありがとうございます。座ってください。 

  起立少数。よって、本請願は不採択に決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎請願第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第６、請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意

見書」採択に関する請願書を議題といたします。 

  お諮りいたします。本請願については会議規則第90条第２項の規定により、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略することに

決しました。 

  紹介議員の説明を求めます。 

  紹介議員、13番、鵜野澤一夫君。 

○１３番（鵜野澤一夫君） 13番、鵜野澤です。 

  それでは、請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する

請願書。 

  住所、千葉市中央区中央４－13－10、千葉県教育会館。 

  団体名、子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会会長、齋藤

 晟。 

  紹介議員、鵜野澤一夫。 

  一宮町議会議長、小安博之様。 

  請願事項。 

  2020年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会に

おいて採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い

申し上げます。 

  請願理由。 

  貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感
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謝申し上げます。 

  義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質

を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国

の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。 

  国において、平成23(2011)年度に小学校１年生の35人以下学級が実現しました。平成

24(2012)年度は、新たに小学校２年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県におい

ても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等

しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義

務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに

下げられたりした場合、義務教育の水準にさらに格差が生まれることは必至です。 

  学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国

庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている

「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地

方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進

を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要

望します。 

  貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関

係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（小安博之君） 紹介議員の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

（発言する者なし） 

○議長（小安博之君） なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第６、請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採

択に関する請願書を採決いたします。 

  お諮りいたします。本請願に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 



－16－ 

○議長（小安博之君） 起立全員。よって、本請願は採択することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎請願第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第７、請願第３号 「国における2020年度教育予算拡充に関する

意見書」採択に関する請願書を議題といたします。 

  お諮りいたします。本請願については、会議規則第90条第２項の規定により、委員会の付

託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略することに

決しました。 

  紹介議員の説明を求めます。 

  紹介議員、13番、鵜野澤一夫君。 

○１３番（鵜野澤一夫君） 13番、鵜野澤一夫です。 

  それでは、議案第３号 「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関す

る請願書。 

  住所、千葉市中央区中央４－13－10、千葉県教育会館。 

  団体名、子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会会長、齋藤

 晟。 

  紹介議員、鵜野澤一夫。 

  一宮町議会議長、小安博之様。 

  請願事項。 

  2020年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちにより

よい教育を保障するために、「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会

において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願

い申し上げます。 

  請願理由。 

  貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感

謝申し上げます。 

  さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しか

しながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課
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題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事

故からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成を

めざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要

があります。 

  そこで、以下の項目を中心に、2020年度にむけての予算の拡充をはたらきかけていただき

たいと考えます。 

  １．震災からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること 

  ２．少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期

に策定・実現すること 

  ３．保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること 

  ４．現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること 

  ５．子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備するこ

と 

  ６．危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実

すること 

  ７．子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改

善し、地方交付税交付金を増額すること など 

  以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決される

ものが多くあります。 

  貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関

係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 紹介議員の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければこれをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第７、請願第３号 「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」
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採択に関する請願書を採決いたします。 

  お諮りいたします。本請願に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小安博之君） 起立全員。よって、本請願は採択することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎一般質問 

○議長（小安博之君） 日程第８、一般質問を行います。 

  一般質問につきましては、既に通告がなされておりますので、通告順に従い、これを許し

ます。 

  質問者並びに答弁者は要旨を整理され、簡潔に述べられますよう、また、会議規則第53条

により通告以外のことは発言できませんのでご了承願います。 

  なお、会議規則第54条により、質問は同一議題について２回を超えることができませんの

で、念のため申し添えます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 川 城 茂 樹 君 

○議長（小安博之君） それでは、通告順に従い、１番、川城茂樹君の一般質問を行います。 

  １番、川城茂樹君。 

○１番（川城茂樹君） １番、川城です。 

  大きく２点質問がございますので、１点ずつ区切らせていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○１番（川城茂樹君） それでは、１点目の質問から。まずは、働き方改革の取り組みについ

て伺います。 

  平成31年４月に労働基準法が改正され、全ての企業において使用者は年10日以上年次有給

休暇が付与されている労働者に対して、年５日の年次有給休暇を取得させることを義務づけ

られました。しかし、この制度は公務員には適用除外となっております。 

  では、働き方改革で挙げられている柔軟な働き方に関してはどうでしょう。実は、国家公

務員はこの柔軟な働き方への対応として、2016年４月より全職員を対象にフレックスタイム

制度を導入しています。地方公務員においては、一部の自治体で全職員対象ではないものの、

時短勤務制度導入や民間のフレックスタイム制度に類似した取り組みが行われていると聞い

ております。 
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  そこで、働き方改革に対する本町の具体的な取り組みについてお伺いをいたします。 

  また、現状で職員、臨時職員の有給休暇はきちんと取得できているのか、その取得率はど

うなっているのか、そして、この取得率は県内他の機関と比較して妥当なものなのか、これ

らについても伺いたい。 

  またあわせて、休日出勤の振替休日の消化状況もお聞かせ願いたい。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 質問が終わりました。 

  答弁をお願いします。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 川城議員のご質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  働き方改革の取り組みについて、具体的な取り組みからお答えを差し上げたく存じます。 

  公務員の働き方改革は、大きく２つの面で行われております。一つは人事評価制度の導入、

もう一つは会計年度任用職員制度の導入であります。 

  人事評価制度の導入は、平成26年度に地方公務員法の改正に伴い義務化されたもので、職

員の任用、配置、処遇、研修などに人事評価を活用することとなったものであります。これ

は既に導入済みとなっております。 

  次に、会計年度任用職員制度は2017年に制度が法定化され、施行は令和２年度からとなっ

ており、当町ではこの制度について、令和２年度の導入に向けて作業を進めているところで

あります。 

  一方、公務員はやむを得ない残業が多く、例えば災害や有事の際は、勤務時間、休日関係

なしに業務に当たる場合があります。また、地域住民との折衝や説明会などは夜間や休日に

なることが多く、必然的に時間外や休日労働を強いられる環境にあると言え、このように公

的機関の職員という公務員の業務特性から、柔軟な働き方が簡単にできるものではないこと

も事実であります。 

  しかし、職員の働き方改革は仕事と生活の調和を図るために重要であることから、超過勤

務縮減に向けた意識の醸成、年次休暇等の取得促進、業務や会議のあり方について今後も取

り組んでまいりたいと存じます。 

  次に、①の有給休暇の取得率でありますが、平成29年度数値で当町では平均9.3日であり

ます。県内市町村平均の11.5日よりは低いものの、町村平均の8.6日よりは高い結果となっ

ております。また、②の振替休日の消化について、これもおおむね取得しておると承知して
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おりますが、一部イベントの多い部署などでは振替休日の取得が厳しい状況も見られること

から、この改善に向けても引き続いて取り組んでまいりたく存ずる次第であります。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  １番、川城茂樹君。 

○１番（川城茂樹君） 今の答弁で再質問をさせていただきます。 

  取得率が県内と比較して低いとのことでございますが、これは諸事情があるということで

ございますが、では有給休暇の最高日数、そして繰越はどのようになっているのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。答弁願います。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 川城議員の再質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  町の有給休暇の実態、日数の実態でございますが、勤続年数にもよりますが、有給休暇は

通常は20日であります。繰越を含めると40日が最大となります。 

  なお、この中には夏季休暇、いわゆる夏休みは含まれておりません。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） ほかに答弁ありますか。 

  答弁終わりました。 

  １番、川城茂樹君。 

○１番（川城茂樹君） ありがとうございました。ただいま町長のご回答を聞きました限り、

やむを得ない情勢があることを理解いたします。 

  しかし今、本町には若い職員が大変増えております。そこで私からの要望ですが、町長や

管理職にある者が、我々が若かった頃のかつてのイメージのまま有給休暇の取得が怠けであ

るととられ、取得権利があってもないのと同じであるような意識を根づかせてしまうと、職

員たちが有給休暇を消化しにくい環境が続いてしまいます。 

  休むことは悪いことではなく、むしろ仕事の一環として捉えることが理想です。休暇と仕

事の関連性についての意識教育も必要であると思われます。これらを考慮し、有給休暇取得

率アップを目指し、時代に即した働き方改革を目指していただきたいと思います。 

  以上で、１点目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（小安博之君） 続いてどうぞ。 
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○１番（川城茂樹君） 続いて、２点目の質問に入らせていただきます。 

  保育園児を守るための町の取り組みについて伺います。 

  最近、保育園児と保育士が園外を散歩中に交通事故に巻き込まれるという悲惨な事故が立

て続けに起こっています。５月８日には滋賀県大津市において、乗用車同士の事故のはずみ

で散歩中の保育園児と保育士ら16人が死傷し、５月15日には千葉県市原市の公園に乗用車が

突っ込み、公園で遊ばせていた園児を守ろうとしていた保育士が負傷しました。また、昨日

も兵庫県で起きているということでございます。 

  これらのことを踏まえ、４点ほど質問をさせていただきます。 

  まず１点目でございます。園児を園外に散歩させるのは、各園それぞれ月に何回程度なの

か。 

  ２点目、町内各保育園においては、園児を園外に散歩させるときに交通事故防止対策はど

のようにとっているのか。 

  ３点目、安全に散歩させるために、各園では散歩用事故防止チェックリストを作成してい

るのか。 

  ４点目、散歩コース上の危険箇所にガードレールやガードパイプ、安全ポール等が設置さ

れているのか。整備されていなければ、今後どのように進めていくのか。 

  以上、お伺いいたします。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 

  答弁願います。 

  中山子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中山栄子君） 川城議員の４点のご質問にお答えいたします。 

  １点目の散歩の回数につきましてですが、町には公立の保育所が１カ所、私立の保育所が

１カ所、私立のこども園が２カ所あり、そのうち私立の一宮どろんこ保育園は基本的に毎日

行うこととしており、それ以外の３施設は一月に平均４回程度となっております。 

  ２点目の散歩の際の交通事故防止対策につきましては、交通量の多い道路は避けること、

付き添いの保育士の役割分担と配置の工夫、警告のための笛を持つことなど各施設ともしっ

かりとルールづくりをして臨んでおります。 

  ３点目のチェックリストにつきましては、各施設とも散歩の際の救急セット等の持ち物リ

ストを作成したり、あらかじめ危険箇所を地図に落とし込み、事前に共有するなどの対策を

とっております。 
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  なお、散歩中にけが等があった場合は、原因や改善点等を話し合い、報告書を作成し、全

員が共有できる仕組みをつくっております。 

  ４点目の散歩コース上のガードレール等が設置されているか、整備されていなければ今後

どのように進めていくかにつきましては、大津市の事故を受けて、町の保育施設４カ所から

危険箇所の確認をしたところです。その中で、東浪見小学校付近の国道128号線と町道１－

11号線との交差点はガードレールや車どめが一部ないため、教育課と情報を共有するととも

に、改良について県に要望を行ってまいります。 

  そのほかにも、従前から危険箇所と指摘されている箇所もあることから、引き続き町内関

係機関と連携を図るとともに、県などへの要望を行ってまいります。町といたしましても散

歩中の事故防止は大きな課題であると認識し、関係各機関と連携し、児童の安全確保に努め

てまいります。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  再質問ありますか。 

  １番、川城茂樹君。 

○１番（川城茂樹君） 再質問はありませんけれども、お願いでございます。 

  ただいま中山課長がご回答されたとおり、保育園児の散歩は単に体を動かすことではなく、

どんなところに危険があるかを知ることで危険回避能力を培い、小学生になっても１人で歩

く機会がふえたときのための教育の一環であるという面も聞いております。 

  安全対策を実施しても、大津市の事故現場ではどうやって身を守ればいいのかと現地の

人々から戸惑いの声も出ているようです。忙しいかとは思われますが、再々度散歩コースの

下見、危険箇所を改めて点検するなどの安全管理の徹底をお願いします。 

  以上、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（小安博之君） 以上で、川城茂樹君の一般質問を終わります。 

  会議開会後１時間11分ほど経過しましたので、ここで15分程度の休憩といたします。 

休憩 午前１０時１１分 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２６分 

○議長（小安博之君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◇ 鵜 沢 一 男 君 

○議長（小安博之君） ７番、鵜沢一男君の一般質問を行います。 

  ７番、鵜沢一男君。 

○７番（鵜沢一男君） 私は２項目の質問をさせていただきます。 

  １項目め、農業行政のうち、スクミリンゴガイ、通称ジャンボタニシの水稲に対する食害

についてを伺います。 

  ジャンボタニシは定植直後の水稲苗を食害し、欠株を発生させます。欠株の発生が多い場

合は、大きな減収となり農家の経営を圧迫いたします。現在は農家個々の対策に委ねられて

おり、薬剤散布や用水路の卵塊の払い落とし作業を行っているのが現状であります。ジャン

ボタニシの発生は年々増加傾向にあり、本年は過去最大の被害が発生をしております。しか

し、農家個々での対応にも限界が来ていると認識をしております。早急な広域的な取り組み

が必要と考えております。 

  そこで伺います。 

  １点目、近年の被害状況についての説明を求めます。また、本被害対策はどの機関が主体

で行うべきか、説明をお願いいたします。 

  ２点目、害虫駆除に対する補助制度について２点伺います。 

  １つ目、農家個々が管理する圃場に散布する薬剤の助成はあるかを伺います。 

  ２点目、土地改良区などの農村環境保全を行う地域協議会などの農業団体には、駆除活動

経費に対する補助があるかを伺います。 

  そして３点目、防除意識の定着促進について伺います。農業事務所、土地改良区、農業協

同組合、農業共済組合などと連携して地域全体で取り組むことができないか、説明をお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 質問は終わりました。 

  答弁願います。 

  田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中一郎君） ジャンボタニシの対策についてですが、まず１点目の被害状

況と取り組み主体についてお答えいたします。 

  ジャンボタニシの被害状況でございますが、長生農業事務所、そしてＪＡ長生、わかしお

共済などに確認したところ、貝によります食害被害が増加し、被害の大きかった水田は苗を
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植え替えたりもしております。現在のところ被害面積は算出されておりませんが、東浪地区

においては水田の３分の２ほどの食害を受けた圃場も確認しております。また、今年は九十

九里地域でジャンボタニシが大量発生していることから、千葉県では病害虫注意報が５月13

日付で発令されております。 

  千葉県農林総合研究センターによりますと、ジャンボタニシの注意報の発令は２年ぶりで

あると。この要因といたしましては、昨年の12月から今年２月までの気温が比較的高く、越

冬中に死ににくかったことが大量発生の要因とされております。 

  ジャンボタニシの防除対策につきましては、薬剤によります化学的防除が最も一般的では

あるものの、薬剤以外の防除法といたしましては、苗が小さく被害を受けやすい移植後３週

間、この期間に水田内の浅水管理を実施し、貝が動きにくい４㎝以下の浅水を維持すること

で食害防止して、大変効果的であるということを聞いております。 

  また、この時期以外の実践すべき防除法といたしましては、貝の原産が南米で寒さには弱

いということから、冬季の耕うんや圃場内の稲わらの除去、そして石灰窒素の散布などが効

果的であるとされております。 

  そこで、今申し上げました被害対策等につきまして、関係機関であります長生農業事務所、

ＪＡ長生、わかしお共済や各農家組合などと連携いたしまして、各農家の皆様にしっかり周

知してまいりたいと思います。 

  続きまして、２点目の補助制度の設立についてですが、ジャンボタニシの防除を目的とし

て薬剤購入に対する補助、そして各農家組合や地域協議会などの地域ぐるみでの取り組みに

対しての補助制度でございますが、現時点において町、そして千葉県での補助制度はござい

ません。 

  しかし、県では平成30年度よりジャンボタニシ防除対策モデル事業を設立いたしました。

これは土地改良区やＪＡ農協などの団体が防除対策として行う水路での卵塊の払い落とし、

そして冬季に重機等によります泥上げ及び貝の駆除、これらの取り組みに対して県が業務委

託をするもので、その上限金額は１地区当たり60万円となっております。 

  今後は被害を受けている農家の方々からの聞き取りや現地調査を行い、実態把握に努める

とともに、関係機関であります長生農業事務所やＪＡ長生、わかしお共済などと連携いたし

まして、今後の取り組みを検討してまいります。 

  ３点目の防除意識の定着促進でございますが、防除対策といたしまして、一部の農家が対

策を実施しないことによりまして、周囲の農家が被害を受けることにもなりかねません。ま
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た、ジャンボタニシは同一水系内であれば上流へも下流へも自発的に移動し分布を広げると

いうことから、個人での水田内の防除対策だけでなく、地域ぐるみでの防除対策を実施する

ことは重要とされております。 

  そこで、東部地域保全の会を初め、町内の各保全の会へ防除対策の実施の呼びかけを行う

とともに、今年度、県が開催いたしますジャンボタニシの防除対策研修会にも出席を呼びか

けいたしまして、地域ぐるみでの防除対策を検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  鵜沢一男君。 

○７番（鵜沢一男君） ７番。 

  補助制度について、再度質問いたします。 

  ただいまの答弁で、今後は地域ぐるみで防除対策を検討する旨の答弁がありました。これ

は非常に重要なことで、地域全体を地域ぐるみで駆除・防除を行うことが有効な手段である

と考えております。 

  そこで、農村環境保全を行う地域協議会などの農業団体などが駆除・防除活動を行う経費

について、今後、町が独自に助成する考えはあるか、お願いいたします。 

○議長（小安博之君） 答弁願います。 

  田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中一郎君） ただいまの再質問にお答えいたします。 

  地域ぐるみでの駆除や防除に対する補助につきましては、現在、ジャンボタニシに対する

補助制度は設立されておりません。しかし、町といたしましても、国・県の補助制度の動向

を注視しつつ、農業事務所を初めＪＡ長生、わかしお共済などの取り組み状況や近隣市町村

の状況などを把握した中で検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  鵜沢一男君。 

○７番（鵜沢一男君） ７番。 

  期待しております。 

  ２点目の質問に移ります。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 
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○７番（鵜沢一男君） 南消防署の新設について伺います。 

  南消防署は昭和47年３月に設置され、築46年が経過をしております。長生郡市内で最も古

く、老朽化が著しいことは皆さんご承知のとおりであります。また、災害時の防災拠点とし

ての活動スペースが少なく、消防車両等の大型化に伴う車庫スペース及び救急救助機材等な

どの多様化に伴う倉庫スペースも不足をしております。 

  防災拠点としての機能を最大限に発揮することができる消防庁舎の建設を行うことにより

消防体制の充実を図り、地域防災力の向上と災害に強いまちづくりを推進することを求めて

質問をいたします。 

  １点目ですが、私は昨年の３月定例議会で南消防署の建て替えについて質問をいたしまし

た。町の答弁は、平成30年度中に方向を示すとの回答があったと認識をしております。現在、

長生郡市広域市町村圏組合における状況についてを伺います。 

  ２点目、建て替え予定地の選定について伺います。 

  予定地の選定は町が決定すべき事項であります。なぜ今もって示すことができないのか。

仮に県道南総一宮線に隣接する場所に移転することになれば、県道が早期に国道128号まで

開通することにもつながると考えます。早期に予定地を決定すべきであります。町の考えを

伺います。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 

  答弁願います。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） 鵜沢議員からの南消防署新設の質問にお答えします。 

  初めに、現状についてでございますが、現在の南消防署は昭和47年に竣工し、新基準に見

合う耐震補強工事を実施しておらず、開署当時に比べ、当直勤務者の増などにより施設全体

が狭隘であり、早期の建て替えが必要であることは承知しております。 

  現在、消防本部において、圏域内における署所の適正配置のための基本計画を作成してお

り、今後、消防委員会、管理者会議での協議を経て実施計画の策定に入る予定と伺っており

ます。 

  南消防署を含めた署所の建設においては、関係市町村の意見等を集約し、現在の８庁舎か

ら６庁舎へと施設の整備を図り、統廃合により国が定める整備指針に沿った形での消防力の

強化、充実を図っていく必要があると考えます。 

  ２点目の候補地の選定でございますが、用地の購入は組合予算で行い、候補地の選定は消
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防本部、関係市町村と協議しながら進めることになると思いますが、現在のところ規模等、

詳細が決定していないことから、候補地の選定まで進んでいないというのが現状でございま

す。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  鵜沢一男君。 

○７番（鵜沢一男君） ７番。 

  再度お伺いいたします。 

  一宮町の現在の人口１万2,455人で、郡部では長生村の１万4,251人に次ぐ２番目の人口を

有しております。長生村、白子町には最新の機能を備えた消防署が設置をされております。

これは両町が広域消防行政の計画に沿って事前に用地を確保し、計画的に準備がなされた結

果であると考えております。 

  一宮町は長生村、白子町と同様に海岸線を有し、町の中央には２級河川一宮川が横断をす

る地形であり、災害の発生が多い地域であると考えます。私は両町と等しい機能の消防署が

必要だと考えております。 

  そこで伺います。 

  どの段階になったら用地の選定に入れるのか。基本計画が管理者会議で承認されればよい

のか、広域議会での議決が必要なのか、さらには実施計画の決定まで何もできないのか伺い

たいと思います。 

○議長（小安博之君） 再質問終わりました。 

  答弁願います。 

  馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 鵜沢一男議員の再質問にお答えを差し上げます。 

  今後、この南消防署の建て替えについて、消防委員会、管理者会議にて、さらに詳細に検

討していくこととなります。これから策定される基本計画に基づいて建物や施設の規模、そ

してそれに伴う事業費等、そうした関係の実施計画が作成されると伺っております。それが

さらに管理者会議で承認を得て予算化され、事業実施へ進むということであります。 

  まだ幾つかの段階がございまして、現状では事業の工程について正確な回答を差し上げる

のは難しいと広域から承っているところであります。 

  以上です。 
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○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  鵜沢一男君。 

○７番（鵜沢一男君） 残念ですが、答弁不十分です。改めて事業の推進を促したいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 以上で鵜沢一男君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 志 田 延 子 君 

○議長（小安博之君） 次に11番、志田延子君の一般質問を行います。 

  11番、志田延子君。 

○１１番（志田延子君） 11番、志田です。 

  ２点ほどございますが、１点ずつよろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○１１番（志田延子君） 旧一宮保育所跡の活用についてお伺いいたします。 

  旧一宮保育所跡は、利用について一時、民間活用も考えられていましたが、その後、話は

立ち消えになっております。現在は主に１階部分を地元の区とか、それからつくも会などで

活用されております。２階部分の活用は少ないようです。そこで、２階部分を、現在、分散

収蔵されている住民の皆さんから寄贈された文化財等の保存とか２階ホールでの展示会等に

活用できないかと考えております。教育委員会との協議でぜひ実現していただきたいが、町

の考え方を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 質問は終わりました。 

  答弁願います。 

  馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 志田議員のご質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  旧一宮保育所跡の活用についてであります。 

  昨年の７月から無料での貸し出しを開始いたしております。現在は一宮町障害者福祉会、

いきいきサロン、市街地地区社協の３団体の皆様が１階管理室の利用をしていらっしゃいま

す。当該施設の事業者への貸し出しについては、現在、申し込みがないのが現状であります。 

  ご指摘の文化財の保存・展示スペースとしての利用についてですが、現在、町では資料の

調査人員や予算の確保などの体制が十分整っておらず、現状で貴重な文化財等を搬入するこ
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とは旧保育所が単なる倉庫となるおそれが高いことから、いまだ検討の段階でとどまってい

るところであります。しかし、町の貴重な文化財や資料を保存・展示していくことは大変重

要なことだと考えておりますので、今後、関係課とさらに協議をしてまいりたいと存じます。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  志田延子君。 

○１１番（志田延子君） 11番、志田です。 

  確かに今、人員が少ないとか予算がないとかっておっしゃいますが、できるだけこういう

ものはちゃんとしなくてはいけないと思うんですね。特に調書をつくる上でも、資料が分散

されていたりするとなかなか難しいことがあります。 

  ですから、町と一緒になってボランティアでそういうものに対して保存だとか協力したい

という方はたくさんいらっしゃると思うので、何とかそういう方たちの力を得て、少しでも

早く収蔵だとか展示とかをしていただけたらと思っております。広報か何かでも公募してみ

たらどうかなと思いますので、そのような考え方も一考あると思いますので、ぜひお願いし

たいと思います。要望でございます。 

○議長（小安博之君） はい。 

○１１番（志田延子君） それでは、２点目の防犯用監視カメラ設置状況についてお伺いいた

します。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○１１番（志田延子君） 町内の一部地域に防犯用監視カメラが設置されております。2020年

オリンピックに向けさまざまな方たちが来町しているので、これまで以上に防犯用監視カメ

ラの重要性が増すと考えますが、設置を増やす考えがあるかどうかを伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 質問は終わりました。 

  答弁願います。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、志田議員の２点目の防犯用監視カメラ設置状況につい

てお答えします。 

  町では、カメラつき防犯灯の設置を平成29年度より適時実施しており、平成29、30年度で

５カ所設置済みとなっており、令和元年度では当初予算ベースで新たに５カ所設置する予定
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となっております。 

  なお、設置基準については小中学校の通学路を基本に、不審者情報があった場所や人目に

つきづらい場所をまず選定し、さらに電柱などに設置が可能かどうか、箇所を対象に設置し

ております。 

  今後は、それ以外の民間の事業者が設置する防犯カメラについての防犯カメラの設置に関

するガイドラインの整備や、防犯カメラの設置に対する補助事業についても検討してまいり

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  再質問ありますか。 

（「再質問じゃなくて要望です」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 志田延子君。 

○１１番（志田延子君） 答弁ありがとうございます。 

  今、社会的にも防犯カメラによってさまざまな事案が解決されております。ぜひ当町にお

いても防犯カメラの設置と、それから民間業者に対する助成というのは非常にありがたいと

思いますので、これからもぜひ促進していただければと思います。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○議長（小安博之君） 以上で志田延子君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 内 山 邦 俊 君 

○議長（小安博之君） 次に、２番、内山邦俊君の一般質問を行います。 

  ２番、内山邦俊君。 

○２番（内山邦俊君） ２番、内山です。 

  ３点ほどご質問させていただきます。１点ずつでよろしいでしょうか。 

○議長（小安博之君） はい、どうぞ。 

○２番（内山邦俊君） 防災対策についてお伺いします。 

  津波対策について、平成30年第４回定例会の一般質問におきまして、答弁でハード、ソフ

トの両面を織りまぜた総合的防災・減災対策が推進されるよう、今年度の立ち上げを予定し

ている検討会で協議を進めたいとのことでありましたが、その後の協議結果をお伺いします。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 
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  答弁願います。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、内山議員の１点目、防災対策についてお答えいたしま

す。 

  ご質問の検討会につきましては、一宮町防災対策検討会という組織を３月27日に設立し、

同日第１回会議を開催いたしました。検討会の委員には、海沿い、川沿いの区長さんや自主

防災組織会長、警察及び消防関係機関、議会代表、学識経験者で構成しております。また、

４月には検討会議及びその他の区長さんや自治会長さんに、町の防災に関するアンケート調

査を実施いたしました。 

  今後は全ての区の区長さんや自治会長さんにも委員として参加をいただき、アンケート結

果をもとに想定される課題や必要な施策について検討を行い、本町における今後の防災・減

災対策を確立してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  内山邦俊君。 

○２番（内山邦俊君） ２番、内山です。 

  減災・防災、この対策は今、急務でございます。早急の対策を検討よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  続きまして、避難道路の整備についてお伺いします。 

  新浜地区など海岸線地区の住民は、津波警戒発令時に車で避難する人が多く、歩行者や車

の渋滞が起こりパニック状態になると思われます。町では避難道路整備を検討しているのか

どうか、お伺いします。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁願います。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、２点目の避難道路の整備についてお答えいたします。 

  津波災害を防ぐには、ハード面とソフト面からの対策が求められています。 

  ハード面では、避難道路整備等の整備が挙げられますが、コスト面などの問題があり、整

備計画については現在のところ作成しておりませんが、今後、先ほども申しました一宮町防

災対策検討会の中で検討される重要な議題だと考えております。 
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  なお、ご指摘の新浜地区などの海岸部には、高さ10ｍ以上を有するホテルや保養所などが

多く、一時避難所としてもご協力をいただいているところでございますので、浸水が予想さ

れる地区では一時避難所へ避難していただくことを第一に考えていただければと思います。 

  町では、ハード面の対策が先ほど申したように難しいため、当面ではソフト面での対策が

最も重要になると考えております。ソフト面での対策とは、すなわち迅速に安全な高台に避

難することであり、津波の来襲前に避難できれば犠牲者は限りなくゼロに近くすることがで

きると考えております。 

  今年度整備を進めている他メディア一斉配信システムの導入により、専用のアプリをイン

ストールしていただいた方々に対して音声と文字による情報を発信し、あわせて防災無線を

活用することにより、迅速な避難の呼びかけが行えることで犠牲者を減らせるよう努めてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  内山邦俊君。 

○２番（内山邦俊君） 一時避難場所ということで予定されている場所の中に東京薬業の建物、

ここが閉鎖になっております。この辺も考慮しまして、できれば他にあの地区の避難場所を

考えていただければと思います。 

  続きまして、３つ目の質問をさせていただきます。 

  洞庭湖の観光地復活についてお伺いします。 

  これは一宮中学校の校歌にもありますが、一宮町の桜名所であった洞庭湖を観光地として

復活させる考えはあるのか、お伺いします。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁求めます。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 内山議員のご質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  桜の名所であった洞庭湖を観光地として復活させる考えはあるかとのご質問についてお答

えを差し上げます。 

  洞庭湖は、今おっしゃっていただきましたように、かつて桜の名所として町民はもちろん

のこと、町の外からも多くの観光客が訪れ、その方々を魅了する大切な観光資源でありまし

た。しかし現在、桜の木の老木化による樹木の衰退が進んでいる状況であります。また、周
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辺の山林も手入れがなされず、大変荒れた状況にあります。この広大な洞庭湖地域をかつて

のような花見の名所として全面的に整備するには、大変な労力と費用がかかる上に、費用対

効果を考えた場合にも、なかなか将来的な展望を見込むのが難しい状況となっていると判断

いたします。洞庭湖の外周には、現在、遊歩道が整備されております。この遊歩道も施設の

老朽化が激しく、今後の維持管理に大きな課題となってきているのが現状であります。 

  こうした現状を踏まえて申し上げますと、洞庭湖を観光地として全面的に整備することは

非常に厳しい状況であると言わざるを得ないと判断いたします。 

  しかし、洞庭湖を含む一宮町西部の里山全体を周遊する上で、洞庭湖の地域、そしてそこ

の桜の木は大変重要な景観の一つであると考えます。そのことに鑑みまして、洞庭湖周辺、

必要となる部分には桜の補植などを積極的に考えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  内山邦俊君。 

○２番（内山邦俊君） とりあえず町の財政予算等もあるとは思いますが、海のほうに寄附を

したりとか、そういうお金の使い道があるんであれば、多少なりともこういう洞庭湖とか山

のほうも少しは費用をかけていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 以上で内山邦俊君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 藤 乗 一 由 君 

○議長（小安博之君） 次に、８番、藤乗一由君の一般質問を行います。 

  ８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗一由です。 

  それでは、３つの質問がございますが、１つずつ区切らせていただきます。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○８番（藤乗一由君） お願いします。 

  まず１つ目です。本年のＱＳ6000等の集客、その他の状況と効果、町への経済的な還元な

どについて、以下の４点についてお伺いします。 

  ①ＱＳ6000（国際サーフィン大会）の集客状況と来場者の内容、昨年までとの比較につい

てお伺いします。 
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  ②今回のＱＳ6000やジャパンオープン、これらの状況を見まして、副町長の感想をお伺い

したいと思います。とりわけＱＳ6000に関しましては、昨年からの２年間だけでも町から約

3,000万円の補助金を支出しているという、この観点からもお伺いしたいと思います。 

  ③大会開催期間の具体的な町への経済的な側面などの効果を具体的にお伺いしたいと思い

ます。前回の答弁の中では、具体的な内容に言及していない、説明が一切なかったために、

この点を改めてお伺いしたいと思います。 

  ④これまでサーフィン大会開催を通じたメディア露出ということによる町の宣伝効果をう

たっておりました。しかしながら、その宣伝効果が、これに基づきまして具体的なプランを

示していただくことはございませんでした。 

  そこで、その点踏まえまして、町の経済面や活性化等に向けて、町長は今後、これをどう

生かす考えなのか。これまでの成果、データ、こうしたものをもとにご説明いただき、今後

に向けた具体的なプランをお示しいただきたいと思います。 

  また、今回のＱＳ6000に当たりましては、オリンピック推進課の皆様に来場者数の調査の

提案を私のほうからさせていただきました。調査方法についてもご賛同いただきまして、ゴ

ールデンウイークの休みを返上して、７日間にわたって、終日、丁寧に調査し集計していた

だいたので、４回目の今年のＱＳ6000の実施で初めて正確な入場者数などのデータを得るこ

とができました。担当課の皆さんには、この努力に大変感謝しております。 

  この調査という点に関しましてお話しした時点でも、川島副町長にお話しした際に、ご自

分で調査をされてはいかがですかというお話もございました。こういうご意見も伺いました

ので、ぜひ実際に副町長の立場で、大会を目にした中での感想も含め、お考えをお聞きした

いところです。 

  以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 

  答弁願います。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 藤乗議員から頂戴しましたご質問のうち４番目の質問について、町長

の私からお答えを差し上げたく存じます。 

  このサーフィン大会を通じたメディア露出による町の宣伝効果について、町の立場でこれ

を強調してきたということが、今後どうやって生かしていくかということを具体的にお話し

申し上げるということであります。 
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  オリンピック開催が決まってから、テレビ、新聞等のメディアへの露出が格段に増えたこ

とは皆様もご存じでいらっしゃると思います。今現在でも多くのメディアで一宮町が取り上

げられているところであります。こうしたことから、町の知名度が格段に上がってきている

ということについては、これは確実な事実であろうかと確信をしているところであります。 

  今回のサーフィン大会の経済的な側面については、後ほど課長のほうからもお話を差し上

げます。 

  今後に向けての具体的なプランということでありますが、まずは私といたしましては、オ

リンピックの成功に向けて準備を進め、その中で機運醸成をさらに図っていきまして、そう

いう中で知名度のアップと相まって、多くの方々に一宮町に来ていただくことができると私

は考えております。まずはこれを前提として、この方々に町を十分に周遊していただく、そ

うしたことによって町の活性化を図っていきたいと考えている次第であります。 

  オリンピック終了後も、恐らく一宮の知名度は下がることはないと思います。そこで、こ

のオリンピック開催時の経験を踏まえて、さらに来訪者の皆様に、海岸部のみならず町全体

を十二分に周遊していただけるような、そういったプランをつくっていきたいと考えており

ます。 

  現在は、具体的にこういう方にこういう案内を差し上げるというところまではできており

ませんが、周遊マップあるいはガイドブック、あるいは人員的なガイドの配置など、そうし

たことも今後、検討していければと考えているところであります。マップについては既に作

っているというところでありますが、今後、さらにそうしたものを増強していきたいと考え

ております。 

  以上であります。 

○議長（小安博之君） 川島副町長。 

○副町長（川島敏文君） 藤乗議員の２番目の質問にお答えいたします。 

  ＱＳ6000とジャパンオープンの感想ということですが、ＱＳ6000はゴールデンウイークの

10連休中に開催したこともあり、過去４回で最大の来場者を記録したほか、これに続くジャ

パンオープンも大いに盛り上がり、オリンピックに向けた機運醸成に大きく寄与したものと

認識しております。 

  また、今回のＱＳ6000においては、藤乗議員や鵜野澤議員のご協力もいただき、町が来場

者に対するアンケート調査も行いましたが、大会観戦のために県外からお越しになった方も

多く、宿泊施設や商店への需要もあったことが改めて確認できました。 
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  さらに、ＱＳ6000に対する支援を含むオリンピックの成功に向けた取り組みなど、一連の

町の施策は、町の知名度向上、移住定住の促進、ふるさと納税の増加など、一般に経済効果

には分類されない効果も生み、町の活性化に大きく寄与していると認識しております。 

○議長（小安博之君） 高田オリンピック推進課長。 

○オリンピック推進課長（高田 亮君） それでは、藤乗議員の１番目の質問にお答えいたし

ます。 

  今年度開催のＱＳ6000大会ですが、集客についてはおよそ３万人であります。これは主催

者の発表ですが、今回藤乗議員のご協力をいただき、町でも来場者数のカウントを実施し、

およそ同数であることを把握しております。昨年の大会来場者数が２万2,000人ですので、

8,000人の増加になります。 

  内容につきましては、４月30日は悪天候ということもあって最少、終盤の５月３日、４日

に有力選手、とりわけ町内在住の大原選手、稲葉選手が登場したこともあり最大になってお

ります。 

  続きまして、３番目の質問ですが、大会期間の経済的な側面などの効果ということでござ

いますが、先ほども出ましたが、期間中に来場者アンケートを実施いたしました。145名の

方から回答をいただき、町内で飲食、買い物、宿泊した方の利用金額について問うたところ、

飲食された方が87名、買い物をされた方が66名、宿泊が21名でした。さらに、これらに使わ

れた金額を尋ねたところ、総額で67万5,600円でありました。１人当たりにいたしますと

4,659円となります。来場者数は延べで３万人ですので、重複した方を除き、実数を１万人

と仮定し計算いたしますと4,659万円になります。平均値及び仮定から得た数字でございま

すが、アンケートの結果からはこのような経済的な効果があったものと推測されます。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁は終わりました。 

  再質問ありますか。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） それでは、ただいまの答弁に関しまして再質問させていただきます。 

  来場者数について、主催者発表というお話もございましたが、主催者発表はどういうイベ

ントの場合でも多少盛って発表するというのは通常のことでございますので、実数約２万

5,000人ということだったそうですけれども、この辺のところは実際に町の事業を検討して

いくという時点では、実数できちんと検討していただくということが必要ではないかなと思
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います。 

  それでは、再質問１番目としまして、以前にもお話しいたしましたが、過去に実施しまし

たちばぎん総研の経済効果調査、こうしたものにつきまして、明確な根拠に基づくものでは

なかったと考えております。それは町へサーファーが年間60万人、またＱＳ6000の来場者数、

2017年時点で２万人という根拠の不明なデータによるからです。 

  今回も推計で4,000万円以上の経済効果があったというお話ですが、推測が本当に正しい

のかどうかという点につきまして、店舗からの聞き取り、こうしたことを行い、データの裏

づけをとることが必要だと思います。 

  こうした裏づけ調査、それについての取り組みというものがこれまで全くなされていませ

んでした。つまりデータ、情報、これを重要視するという姿勢がなかったわけです。ただた

だ不正確な情報をそのまま受け入れると、主催者発表の数値をそのまま受け入れるというこ

とは通常のやり方ですというお答えを以前にも何度かお伺いしましたが、それでは例えば一

般企業であれば売り上げがどうなるかということを全く見誤ってしまうことになります。 

  この推計値の正確さだけでなく、来場者数、観光客への対応がどうあるべきかといった生

の情報は聞き取りなどによって得られるはずです。その上で本当の効果、問題点の把握、こ

れらを分析し、対応する必要があると思います。こうした点についてどのようにお考えなの

かということをお聞きしたいところです。 

  企業や事業者の立場で見ますと、マーケティングの入り口に当たるところですから、基本、

基礎の基礎です。そうした考え方、視点を持っていただかないと、町の事業として今後の町

の活性化、発展という部分につながらないと思います。それでなければ、この大会への補助

金、こうしたものがどうせ財源は税金だからと、人の金だからという感覚だろうというふう

に評価されてしまいます。その点についていかがでしょうかということを、１つ目としてお

伺いしたいと思います。 

  ２点目としまして、町長答弁の中に、オリンピック終了後は開催地の地の利を生かして、

サーファー、観光客の誘致を図っていくという旨のお話がございました。オリンピックが終

わっても一宮の人気は衰えないだろうというお話です。しかし、具体的にどういうふうに、

どこに力を入れるというプランがございません。先ほどの内山議員からの洞庭湖周辺、里山

の整備によってというようなものも重要なプランの一つだと思います。そういうプランが常

に先送りになってしまうと、そういう感が否めません。 

  私の考えにつきましては、議会でもたびたび申し上げておりますので想像がつくかと思い
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ますが、一宮のこうした自然の資源、こうしたものも含めて活用していただきたいと思って

います。 

  サーファー増というサーファーの数をどんどん増やすということを一つの目的にしている

というお話ですが、サーファーが増加してもサーファーはほとんど町にはお金を落とさない

ということを通常言われております。これはなぜかというのは、サーフィンをしに来る方は、

いわば日常的にスイミングですとかジムに行ったりとか、そういう感覚と余り変わらないも

のです。ですから、そうしたジムに行ったりする方皆さん、それぞれ通うたびに、毎回飲食

店で相当飲食して消費したり、買い物をしたりということをすることはございません。それ

と同じ感覚だというふうに思っていただいたほうがいいと思います。そのためにコンビニで

のコーヒー１杯しかお金を落とさないんだということが言われるわけです。 

  今回のゴールデンウイークでの大会、これは恐らくそれなりに飲食店などにも好影響があ

ったと思われます。実際にそのようです。というのは、こういうイベントに関しましては、

かなり特殊な状況であろうというふうに思われます。お祭り騒ぎということです。晴の日に

は晴の日なりの消費行動もあるということです。ですから、そればかりを常にサーファーが

増えればそうなるというふうに考えるのも誤りだと思います。 

  サーファーの数ということばかりに…… 

○議長（小安博之君） 藤乗議員、再質問であれば、要旨を整理され簡潔に質問願います。 

○８番（藤乗一由君） サーファーの数ということばかりに目が行ってしまうということは、

方針を見誤るということになると思います。サーフィン以外の魅力をしっかりとアピールで

きるような施策をお願いしたいと思いますが、これら今申し上げた点について、どのように

お考えか、お伺いします。 

○議長（小安博之君） 再質問終わりました。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） ２つ目のご質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  私は、今、藤乗議員がおっしゃったことに全く異論はありません。我が町にある大事な文

化的あるいは観光的資源はサーフィンだけではありません。玉前神社、内山議員がおっしゃ

った里山、そして農地、あるいは一宮川、こうしたものも大変重要な私は資産であると思っ

ております。 

  そうした全面にこの来訪者の方が目を向けていただくような、そういう努力を私もしてい

きたいと思います。それは藤乗議員と全く気持ちは一でございます。 
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  具体的な施策として今、例えば洞庭湖に先ほどの答弁で申し上げました。かつての洞庭湖

のような、林床に全く雑木、落ち葉のない状況にまで整備する、大変なお金がかかりますの

で、今私はそれを直ちには考えておりませんが、現状を前提したとした上で市街地、また里

山、そして農村部、こうしたところも町の魅力として、海岸部でのサーフィンの魅力とあわ

せて、外からお越しになられる方に存分に味わっていただけるような方向に持っていきたい

と、そのように考える次第であります。そして全面的な各回路での消費に来訪者の皆様の行

動がつながっていくことを構築していきたいというふうに思う次第であります。 

  ただ、なかなかこれが、今、藤乗議員もおっしゃっていただいたとおり、それぞれの皆様

の性向というのがございます、好みというものがございます。ですので、直ちにまたこれは

行政で説得するというものでもありませんので、なかなかこういった各グループに分かれて

お越しになられる方を相互につなげるというのが、今の段階では難しいと思います。 

  しかし、オリンピックという経験で、こうしたことも一定程度、私は展望が開けてくるん

ではないかというふうに期待をいたしているというところが正直なところであります。行政

のできる範囲では限られているところでありますけれども、今おっしゃった方向に進みたい

と考える次第であります。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁行いますか。 

  高田オリンピック推進課長。 

○オリンピック推進課長（高田 亮君） それでは、１つ目のほうの再質問ですけれども、藤

乗議員のご指摘のとおり、今回の数値はあくまでも推計であり、明確な根拠に基づくもので

はございません。 

  今回の調査では、藤乗議員や鵜野澤議員にもご協力いただきましたが、限られた人員、時

間での調査となり、どの店舗に幾らお金を落としたかなど、具体的な内容までは確認はでき

ておりません。また、問題点の一つとして、町なかにどれだけの効果があったのかを分析す

る必要があるとは考えておりますが、現状ではできておりません。今後、可能な範囲で店舗

等に聞き取りを行うなど、確認をとる必要はあろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） 答弁は終わりました。この件につきまして、再質問はもうできません。 

  次の質問願います。 

  藤乗一由君。 
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○８番（藤乗一由君） 私としましては、広角的で計画的なプランづくり、投資をしていただ

きたいと思います。このプランがないということは大変残念なことであり、幾つかのプラン

づくりをしていただくということを要望いたします。 

  また、マスコミ露出ということに関しまして、これについても具体的にどういうことをし

ていくというのがございませんが、私は、現時点で考える中では、マスコミ露出によるこの

宣伝効果をふるさと納税に生かすという部分しか、現状では有効な利用策は考えにくいので

はないかというふうに考えております。 

  そこで、２点目の質問としまして、ふるさと納税制度への今後の当町の対応、取り組み等

についてお伺いしたいと思います。 

  これについても以下の４点ほどお伺いします。 

  ①当町のふるさと納税の現状、内容、傾向についてお伺いします。返礼品のタイプごとの

件数ですとか金額、この傾向、顧客の傾向ですとか増減の動向、こういったものについてで

ございます。 

  ②他の自治体の例、これと比較した中で、当町の場合の現在までの問題点、課題、今後そ

れに対応する対策や見通しをどう考えているのかという点についてお伺いします。 

  ③今後の一宮町への大幅な寄附の増加、増額、これを目指したときに、これを視野に入れ

た目標の設定ですとか対策、方針、これをきちんと設定すべきであるというふうに考えます。

これについてどう考えるかという点です。 

  ④馬淵町長としまして、この寄附を今後どう活用してまちづくりに生かすという考えがあ

るのかと、そのビジョンについてお伺いします。 

  これらの質問に関しまして少し説明させていただきますが、全国では数々の自治体がふる

さと納税の寄附額アップ、これを競ってしのぎを削っております。佐賀県の上峰町などでは

六十数億円のふるさと納税をいただいております。人口9,000人余り、面積は一宮の半分ち

ょっと、吉野ヶ里遺跡の吉野ヶ里町に隣接しているところですが、この額は実に一宮町の一

般会計をはるかに上回っているわけです。それにもかかわらず、大阪の泉佐野市のように国

からおとがめを受けるということなく、通常に運営しております。 

  一宮町としては、むしろこうした面での増収を見込んだ積極策に転ずるということも必要

ではないかと考えます。これまでサーフィン大会開催によりマスコミへの露出アップが、こ

の宣伝料が金額に換算して数百万円だという威勢のいい話ばかりでしたが、実際に何にその

宣伝効果を使うのかということが示せていないわけですから、むしろこれをうまく利用する
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という考え方も必要ではないかと思います。 

  これまで再三にわたって効果や方法はと言っても全く具体策を示せない以上、そこにしか

有効な活路がないのではないかとも思われます。町政にはむしろ目先のそういうイベント、

お祭り騒ぎ、これにばかりとらわれるということではなくて、視点を変えて地道にやってい

ただきたいというふうに考えております。 

  以上、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 

  答弁願います。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 藤乗議員の４つ目のご質問にお答えいたします。 

  それと今、趣旨説明ということで補足をいただいたんですけれども、私もイベント頼みの

人集めというのは余り効果のないものだというふうに考えております。コンスタントにお越

しいただいてカジュアルに楽しんでいただく、そうした文脈を十分に町の中に構築できるか

どうかが、恐らくいわば花火のような一過性のイベントよりも大きな潤いを町にもたらすも

のだろうと考えております。 

  せんだってまでのＱＳ6000につきましては、オリンピックの準備という特別な文脈の中で

私どもも重点項目としてとり行ったわけでありますけれども、私の考えといたしましても、

そうした大きなイベントのみに頼るということは全く考えておりませんので、そこはどうぞ

ご理解を賜れればと存ずる次第であります。 

  さて、ふるさと納税の利用について、今後どう活用しまちづくりに生かすのかということ

であります。これにつきまして、現在の状況はどうであるかということですが、サーフォノ

ミクス推進事業、釣ヶ崎海岸周辺整備事業、図書館整備事業、高齢者福祉事業、保育所整備

事業、上総一ノ宮駅東口開設事業、町のＰＲ事業、その他町長が認める事業という８つの事

業が枠組みとして設定されております。その中で寄附者の方が使途を指定してご寄附いただ

けるような仕組みとなっている次第であります。 

  この中で、私といたしましては、今後私が重点項目と考える事業、そうしたものをまた加

えていく、あるいはこの中にあるもので当面終了したと考えられるものは、またこれを削っ

ていくというようなことも考えたいと思っております。 

  いずれにいたしましても、これは寄附金として皆様から頂戴するものでありますので、町

の重点的な施策に反映させて大事に使っていきたいというふうに考えるところであります。 
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  以上です。 

○議長（小安博之君） 渡邉企画課長。 

○企画課長（渡邉高明君） それでは、藤乗議員の１点目のご質問、ふるさと納税の現状、内

容、傾向についてお答えします。 

  本制度は平成20年度に創設され、本年度で12年目を迎えております。本町では、これまで

総務課で事務を所掌しておりましたが、この４月から企画課に事務を移行して取り組んでお

ります。 

  ふるさと納税の現状でございますが、寄附額の実績としまして、平成20年度から30年度の

総額としまして３億7,843万3,767円、総件数は１万2,990件となっております。このうち返

礼品等の経費を差し引いたいわゆる基金の総額としましては、平成30年度末で２億770万

7,000円となります。 

  現在、ふるさと納税の申し込みにつきましては、自治体登録件数で全国１位のふるさと納

税ポータルサイト「ふるさとチョイス」を活用して全国の皆様へ発信をしております。 

  また、返礼品の状況としましては、町の農産物であるメロン、トマト、梨、落花生を初め、

お酒、お菓子、加工品、Ｔシャツなどの特産品、イチゴ狩りや乗馬、宿泊施設やゴルフ、海

岸駐車場の利用券のほか、サーフィン満喫券などがございます。 

  平成30年度の返礼品のタイプ別の件数と寄附金額につきましては、特産物が1,872件で全

体額の約22％で2,537万1,000円。一方の利用券は2,565件で全体額の78％で8,915万円となり、

利用券の占める割合が多く、この利用券のうちサーフィン満喫券とゴルフ利用券に人気があ

る傾向となっております。 

  顧客の傾向としましては、地域別の金額比率では関東の方が86.5％を占めております。ま

た、年代別の割合では40代、50代、30代の順となっております。 

  次に、２点目のご質問、当町でのふるさと納税の問題点、課題点、今後の見通しについて

お答えします。 

  当町におけるふるさと納税は、これまで増加傾向であり、平成30年度は過去最高の１億

1,586万9,000円となりましたが、これは昨年11月以降に返礼割合を３割以下に引き下げたこ

とにより、昨年の９月、10月に駆け込みで大幅に寄附が増えたことなどによるものであり、

返礼割合が年間を通して３割以下になる今年は正念場であると認識しております。 

  一方で、本年６月１日からは国の制度の見直しにより、全国一律で返礼品は地場産品に限

り、返礼割合も３割以下となったことから、今後はいかにより多くの方々に一宮町を応援し
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たいという気持ちを持っていただくとともに、幅広く特色と魅力ある返礼品を発掘するかが

寄附の多寡を大きく左右するものと考えております。 

  ３点目のご質問、今後の目標づくりと対策、方針設定につきましてお答えします。 

  ふるさと納税につきましては、まちづくりを進める上で貴重な財源になり、また返礼品を

通じて特産品等を全国の皆様に紹介する有益な機会ともなりますので、当町では今後とも積

極的な取り組みを推進したいと考えております。 

  推進する対策案としまして、返礼品の新たな発掘のほか、新たに納税ポータルサイトを増

やすことで幅広い寄附者への魅力発信などが可能となりますが、当然、これらに要する経費

等が必要となってまいります。それらを踏まえて、本町のふるさと納税がさらに魅力ある効

果的な事業となるよう研究してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  再質問ありますか。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗です。 

  それでは、ただいまのご答弁を踏まえまして、再質問をさせていただきます。 

  ３点ほどございます。 

  １点目は、情報データの収集という点についてです。 

  金額的には年々増加傾向にあることは大変喜ばしいことです。しかしながら、その中身に

ついて利用者の声を取り入れたり、内容の分析をするということによって、今後の方向性を

さらに見定めていくということができるようになると考えます。先ほどの宣伝の効果、宣伝

の方法といった面でも、どういうふうに利用したらいいかというところは、そういったとこ

ろから考え得るんではないかと考えます。 

  こうした情報データの収集が必要ということを考えますが、一宮の場合に、物よりもサー

ビスタイプのふるさと納税が圧倒的に多いと伺います。８割方がサービスタイプでサーフィ

ン満喫券、宿泊利用券、ゴルフ場の利用券といったものが主になっていると伺いますので、

町で直接こうした利用者の声をお聞きするという場面は、なかなか労力の面でも難しいと考

えますので、協力事業者の方に任意でご協力をお願いして、利用者の声、こうしたものを集

めていただくということは可能ではないかというふうに考えます。 

  これも先ほど申し上げましたように、企業活動でいえばマーケティングということになり
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ます。また、この増収を見込むにはそれなりの投資も必要ということで、こうした労力だけ

でなく宣伝の投資ということも考え得るんではないかと思います。これが１点です。 

  ２点目、ふるさと納税の大幅増加策として、複合的なプラン、施策、こうしたものが必要

だと考えます。今申し上げたように、サービス分野での利用券の売り上げが圧倒的に多いの

で、それらの方は基本的に一宮に来庁するという形になります。来庁していただいてさらに

消費を促すというような考え方が重要だと思います。 

  そこで、ふるさと納税増収で考えられることとしましては、もちろん当然新たな商品、産

品づくりというのは第一にあると思います。農産物ですとか工芸品、加工食品、こういった

ものが考えられます。 

  さらに、もう一つとしまして、新しい形態のサービス商品が一宮ではうまくいっていると

いうことですので、これを体験型ということも含めまして、農業ですとか自然体験、こうし

たものも含めて、あるいは飲食業にかかわるような体験というようなことも含めまして進め

ると、計画づくりを町としても労力、コストをかけながらもやっていくということも必要で

はないかと。 

  さらに、再三申し上げているサーフィン効果による露出度アップ、これを宣伝にうまく利

用するというふうなこの３つの点、さらにこれらが複合的に相乗効果を生むような考え方と

いうのが必要だと思います。特に飲食業、そうした業態へお客さんが回るというような考え

方ができるようなやり方、検討していただきたいと思います。 

  ３点目、寄附の利用、これに関しましてですけれども、ある程度特定の事業に集中して効

果的に行うべきと考えます。今、先ほどご説明にあったように、ふるさと納税の寄附の入れ

物が８つあるということですけれども、これを今後、ある程度集中して、年度ごとにこれを

利用していくというプランをきちんとつくっていただくと、選択と集中ということですけれ

ども、それによって一つずつ事業を進めていくという考え方が必要だと思います。あえてこ

の８つの入れ物を少なくして、きちんとしたプラン、ビジョンに基づいて事業を進めるとい

うことです。これらについてどのようにお考えでしょうか。お願いします。 

○議長（小安博之君） 質問終わりました。 

  答弁願います。 

  馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 藤乗議員の３点目の再質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  私は、藤乗議員のおっしゃったことは大変理にかなったことであると考えます。常に８つ
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の箱が並んでなければならないとは全く考えません。町のほうで最も重要な項目というもの

に絞り込みつつ巧みに運用するということは、極めて効果的であろうかと考えますので、こ

れは検討をいたしたいと存ずる次第であります。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 渡邉企画課長。 

○企画課長（渡邉高明君） それでは、１点目の利用者の声、内容の分析についてお答えしま

す。 

  一宮町に対するふるさと納税の寄附額は、制度を導入した平成20年度に627万円だったも

のが平成28年度に7,538万2,000円、平成29年度に１億108万3,000円、平成30年度に１億

1,598万8,000円と順調に増加しており、このことが一宮町のふるさと納税の多くの方にご満

足いただいている何よりの証左であると思っております。 

  一方で、当町がふるさと納税のポータルサイトとして活用している「ふるさとチョイス」

には、寄附者に当該自治体を選んだ理由や感想のほかに意見を記入できる欄がございますが、

同サイトを通じて４年間、町に寄附をいただいた延べ１万3,000件のうち、ご意見等をお寄

せいただいたのは２件にとどまっており、ふるさと納税にご協力いただいた方から統計上有

為な数のアンケートを実施することは困難であると認識しております。 

  また、寄附者の属性、男女の別、年齢、居住地や返礼品などについては膨大なデータが蓄

積されており、こうしたデータを分析することのほうが新たに経費をかけてアンケート調査

を実施するより有効であると考えております。 

  次に、２点目のご質問、ふるさと納税の大幅増加策についての再質問にお答えします。 

  複合的な施策を実行すべきとのご提案でございますが、新たな産品づくりや新形態のサー

ビス商品づくりについては、意欲のある事業者と連携して魅力ある効果的な返礼品を生み出

したいと考えておりますが、現体制と予算の中では限りがある状況でもございます。 

  また、サーフィン効果を利用した宣伝につきましては、既にサーフィン満喫券はふるさと

納税の返礼品として人気も高いことから、閲覧する寄附者の皆様の目にとまる魅力ある返礼

品を多種そろえ、さらに一宮町の知名度が高まるよう今後取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） ほかに答弁ありますか。ないですか。 

  以上で再質問に対する答弁終わりました。 
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  続きまして、通告書の３番目の質問のほう、よろしくお願いします。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ただいまの答弁に関しまして、私のほうから要望として１点、お願い

したいと思います。 

  寄附の利用に関しまして、私は事業をある程度特定して投入していただきたいと申し上げ

ましたが、これには目先のイベント、こうしたものにとらわれるということではなく、長期

的な視点に立って計画的に事業を、まずプランづくりをするというところから進めていただ

かなければいけないと思いますので、そうした視点に立ってプランづくり、そして利用の仕

方を検討していただきたいと思います。 

  次に、質問３点目について述べさせていただきます。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○８番（藤乗一由君） 町の公共施設、教育施設に関して、利用者、町民、児童生徒の立場に

立った施設、備品等の改善を求めるという質問です。 

  これについて、以下の３点、質問項目がございます。 

  ①公民館を初めとした一宮中学校、ＧＳＳセンター、振武館などは改築あるいは大規模改

修など、本来大きく手を入れる必要がある状況です。ですが、現状ではそうした計画が進め

られておりません。現状でいきますと、少なくとも今からそうした協議に入ったとしても、

数年先あるいは10年先ということになってしまうと思います。 

  これまでの質問の中で何回か質問した中でも、明確なプラン、計画、そうした予算の面も

含めて計画されていない、そういう状況でありますので、せめて利用者の皆さん、あるいは

学校ですと児童生徒の立場に立った利用しやすい施設づくりということで、施設の一部や備

品などだけでも改修、改善をすべきであると考えます。 

  言いかえますと、古いのはどうにもしようがないとしても、安心して気持ちよく皆さんが

利用できる、子供たちも利用できる、そういうふうにしてほしいということです。これにつ

いて町長の考えもお伺いします。 

  具体的に申し上げますと、例えば学校のトイレです。ＧＳＳセンターや公民館、振武館な

どについても、一部だけが洋式トイレがございますが、現在、いまだに和式トイレが数の上

で上回っております。子供たちの場合などは、もう既に家庭におきましても和式トイレを利

用されているという例はほとんどないということなので、子供たちも大変困っているという

状況でございます。 
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  また、振武館では、今年の11月に加納公の没後100年記念イベントが行われるということ

が検討されていると伺いますが、それにもかかわらず、ここでもトイレや備品、こうしたも

のに大変問題を抱えている現状です。ＧＳＳセンターの場合などは、トイレだけでなく２階

の観客席、これが大変たくさん壊れておりまして、見た目で見るだけでもほぼ４分の１ぐら

いが壊れていたり危険な状態であるというふうになっておりますが、これは長年放置された

ままです。こんな状況でございます。 

  ２点目にいきますが、町では移住定住促進に力を入れております。それにもかかわらず、

こうした施設の利用環境が整わない、こういう現状を町民の皆さん、移転者の方、あるいは

外から転入してこられた子供たち、どう受けとめているのかと、これを認識しているんでし

ょうか。他の自治体では、むしろ単なる宣伝だけでなく、生活のしやすさや利用のしやすさ

にも力を入れているというところは大変多いと感じます。町民からの聞き取りなどはしてい

るのでしょうかという点です。 

  ３つ目です。施設利用者や児童生徒の利用環境、学習環境の改善計画が具体的にあるので

あれば、これをお伺いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（小安博之君） 質問は終わりました。 

  藍野教育長。 

○教育長（藍野和郎君） それでは、藤乗議員のご質問にお答え申し上げます。 

  まず、１番、３番のご質問についてでございますが、現在、具体的な施設利用者や児童生

徒の利用環境、学習環境の改善計画はございませんが、町では平成25年11月に国の関係省庁

連絡会議にて決定したインフラ長寿命化基本計画に基づきまして、平成29年３月に一宮町公

共施設等総合管理計画を策定しておりまして、今後は個別施設ごとの長寿命化計画の策定を

進めてまいりたい、そういうふうに考えております。 

  今後、学校施設の長寿命化計画策定に当たりましては、地域の皆様方の幅広いご意見を承

って進めてまいりたいというふうに考えております。 

  具体的には、一宮中学校普通教室棟、昭和47年３月に建設されて以来、本年で47年が経過

しております。したがいまして、経年によります建物の損耗や機能低下ということもござい

まして、復旧費用も年々上向く傾向となっております。来年１月末には普通教室棟のエアコ

ン設置が完了いたします。しかしながら、校舎は老朽化によりまして整備を要する箇所が多

数ございます。引き続きまして、学校との連携により正確な施設の実態把握に努めまして、



－48－ 

藤乗議員のご指摘にあるように、古い施設であっても児童生徒が安心して学校生活が過ごせ

るような、そんな学習環境の整備を進めてまいりたいと思います。 

  また、一宮町ＧＳＳセンターにつきましては、バスケットボールやバレーボールなどが行

われるメーンコートのフロアにつきまして、平成29年度にスポーツ振興くじ助成金を活用い

たしまして大規模な改修工事を実施させていただいております。 

  また、一宮町中央公民館につきましては、耐震補強やバリアフリーなどについて、施設整

備が十分でないところがございますが、椅子や机のほか、ＤＶＤプレーヤーなどの備品類に

ついて、新しいものへと更新してまいっております。 

  藤乗議員のご質問にもありますように、施設の改築や大規模改修は予算の関係ですぐに対

応できないこともございます。小規模な修繕や備品類の購入などにつきまして、利用者の皆

様に使いやすい施設となるよう整備してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 私も藤乗議員のご質問にお答えを差し上げたく存じます。 

  先ほど藍野教育長よりもご説明を差し上げましたが、学校、社会教育施設につきましては、

これから長寿命化計画を策定していきたい。その際には、さまざまな関係者の皆様からご意

見を頂戴しながら進めていきたいと考えております。 

  また、我が町にはそれ以外の公共施設につきましても、老朽化が進み大規模改修を要する

施設が多く存在いたします。こうしたもの全体を展望いたしまして、今後の改修計画全体と

して策定を推進してまいりたいと思います。 

  来年でオリンピックが終了します。オリンピックと上総一ノ宮駅東口の開設といった大き

な、いわば通常ではなかった事業がございました。これが終了し、また一段落するとともに、

私どもが元来抱えている、こうした公共施設の老朽化に対する問題というものが喫緊の課題

として再度浮上してまいります。ここに向けてしっかりと全体状況を把握して、一歩一歩着

実に進んでいきたいと考える次第であります。 

  そして２番目、町民、転入者の皆様から、我が町のこの公共施設あるいは教育施設の利用

環境が整わない状態についてどのように受けとめられているか、認識しているかということ

であります。 

  先ほども申し上げたとおり、2020の東京オリンピック・パラリンピック、特に私どもの町

ではオリンピックでございますが、開かれるということで、日本のみならず世界各国からも
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注目を集めつつあるわけであります。そういう中で、私どもの町には一定程度移住をしてく

ださる方が現在いらっしゃるという状態であります。町も移住定住には力を入れておるとこ

ろであります。実際に私が感ずるところでは、現在の学校施設あるいは社会教育施設、これ

は町民の皆様、転入者の皆様から見ても決して十分ご満足をいただけるというところまでは

いっていないのではないかと思います。 

  先ほど藤乗議員からご指摘いただいたさまざまな問題点も、私も重々、積年の課題として

今日に引き継がれてきておりますので意識しているところであります。そうした状況を一気

に全てを解決するのはなかなか難しい状態ではありますが、おっしゃるとおり安心・安全で

あること、これは最低限の要求水準であります。これについてはどこまでも確保していきた

いと考えております。最重点課題として、これを確保していきたいと思っております。 

  こうした公共施設の利用、利便性などについて、これまで町民の方からの聞き取りなど、

体系的に行ったということはなかったと思います。しかし、今後の改修計画を策定する中で、

今おっしゃっていただいたような利用者の皆様のお声というのは、きちんと私どものほうで

も聞き取りなどをさせていただき、そうしたご意見、ご要望を取り入れながら計画の策定に

反映させていきたい、また個別的な現在の状況の改善にもそれを反映させていきたいと考え

る次第であります。 

  以上であります。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  再質問ありますか。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗です。 

  先ほどの質問の中で、ふるさと納税の利用についてもお話をしておりましたが、私は町の

事業としては、町民の皆さんの安全・安心という防災を含めた事業が一方で第一に重要であ

ると、それとともに教育や子育て、こうしたことに重点を置くべきというふうに考えており

ます。ですから、この寄附についての重点的な利用をというふうに申し上げましたが、こう

した方面に計画的に集中すべきというふうに考えております。 

  学校施設の長期的な計画を立ててということですが、毎年、修繕に係る費用、こうしたこ

とも増大してまいります。そうした施設利用の面で安全・安心ということも重要だと思いま

す。サーフィンの大会、プロサーファーへの賞金、これに２年間で3,000万円、これにも使

われていくという巨額の補助金が出ているにもかかわらず、子供たちに満足できるような、
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安心できるような、気持ちよく使えるようなというところに投資されていない、我慢させて

いるということでは大変子供たちがかわいそうです。そのままでいいんでしょうか。 

  また、ご高齢の皆様もいらっしゃいますし、町の施設を利用する方々もかわいそうです。

各種の施設を利用する子供たち、町民の皆さんのお気持ちに寄り添う事業というのも必要で

はないでしょうか。この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小安博之君） 答弁できますか。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） 再質問にお答えします。 

  個別の修繕及び全体計画の方向性につきましては、先ほど町長及び教育長が答弁したとお

りでございますので、私のほうからは今後の全体の計画についてご説明申し上げます。 

  先ほどから申しているように、長期計画はどうしても必要なものでございますが、現在の

町で持っております公共施設等総合計画をさらに推し進めていくには、教育施設だけではな

く排水機場などの公共施設全体の種別ごと及び個別施設の方向性を整理し、施設管理につい

ての基本方針の検討が必要となります。 

  まず、この基本方針の策定に当たっては、数値目標の設定だけではなく、利用者の方や議

会等の協議の場も当然必要と考えております。その上で、この方針に基づきながら実行可能

な予算とスケジュールを作成し、施設種別ごと及び各施設ごとに整理していくこととなりま

す。 

  しかしながら、これらの作業は多くの施設の整備に向けた方針の作成や予算見積もりなど、

データの積み上げだけでも膨大な時間と労力を要することから、現状の町の体制では短期に

この計画を策定することは現実的ではない。このため、まずはその体制づくりから着実に地

に足をつけた取り組みを行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 藤乗議員の再質問に私からもお答えを差し上げたく存じます。 

  ただいまおっしゃっていただいたご質問の中で、ＱＳ6000の投入金につきまして賞金へ充

当されるというふうなご言及をいただきましたが、事実関係といたしましてはそういうこと

はございませんので、どうぞよろしくご理解のほどお願いいたします。 

  また、オリンピックについての、オリンピックというものの来訪という特別な文脈の中で、

サーフィン大会への補助といったものも行われたものであります。その点もご理解いただけ
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ればと存じます。 

  町の皆様の日常的な子供さん方、またご高齢の皆様がお使いいただく施設のほうを犠牲に

しながら浮かれているということは、私は全く考えておりません。そのような気持ちはござ

いません。順序を追って的確に、しばらくお待ちいただくことにはなろうと思いますが、必

ずそちらへと進んでいきたいと考える次第でございます。よろしくご理解のほどお願い申し

上げます。 

○議長（小安博之君） 再質問に対する答弁は終わりました。これ以上の再質問はできません。 

  要望等ございましたら、端的にお願いいたします。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） それでは、要望でもって終わらせていただきます。 

  結論としまして、曖昧な少々かた苦しいご回答でございました。残念ですが、かた苦しい

ご回答ありがとうございます。 

  そこで、あえてもう一度申し上げさせていただきます。 

  イベントやお祭り騒ぎ、打ち上げ花火のようなものにどうしても目が向いてしまうという

状況です。そればかりに支出をするのではなく、足元をしっかり固めて、子供たちや利用者、

町民の皆様の思いに寄り添うような計画を同時につくっていただかなければ、せっかくのサ

ーフィン大会などへの投資も役に立ちません。それを後回しにして、これから考えていきま

すというのは少々後づけではないかというふうに考えます。そうした皆様の思いも念頭に入

れてやっていっていただきたいと思います。 

  また、お金には色分けはできませんので、建前上は町長のおっしゃるとおりかもしれませ

んが、現実的には何とも言いようがないなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 以上で藤乗一由君の一般質問を終わります。 

  ただいま日程第８、一般質問の途中でありますが、ここで休憩といたします。 

  なお、会議の再開は午後１時といたします。 

休憩 午前１１時５８分 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時０１分 

○議長（小安博之君） 会議再開前に皆様にご報告いたします。 

  ９番、袴田 忍君から一身上の都合により、しばらく離席する旨の、申し出がありました
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ので、ご報告いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 大 橋 照 雄 君 

○議長（小安博之君） ４番、大橋照雄君の一般質問を行います。 

  ４番、大橋照雄君。 

○４番（大橋照雄君） ４番、大橋でございます。 

  私、３つ、大きな番号で質問をする予定になっておりますけれども、これは一つのくくり

で全部おさまる内容なんで、全部１回で質問したいと思います。 

○議長（小安博之君） はい、どうぞ。 

○４番（大橋照雄君） 私は、馬淵町長の立派な公約を信じ、投票した１人です。そして、今、

多くの町民の方々から、公約を実行する姿が一向に見えないと私のもとへ声が届いています。 

  公約は多数ありましたが、町の収入を徹底的に増やす中長期的な計画、情報公開はどのよ

うに取り組み、どうなっているかをお聞かせください。 

  質問の２番。 

  防災対策の見える化を求める。 

  最近、各地で自然災害が多く発生している。近隣市町村では30年以内、80％の確率で発生

すると言われている津波対策が行われているが、一宮町はそれが確認できない。いつまでに

どう対応するかをお聞かせください。 

  質問、３番。 

  オリンピックの取り組みの見える化を求める。 

  オリンピック開催まであと１年余りとなった。公約のグローカルな大会とは具体的にどん

な大会なのか。どう取り組んで、どこまで進んでいるのか。 

  また、負の遺産が最近騒がれておりますが、何を想定し、いつまでにどんな対応をするの

か、お聞かせください。 

  以上、３点お願いします。 

○議長（小安博之君） 質問は終わりました。 

  答弁願います。 

  馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 大橋議員のご質問にお答えを差し上げたいと思います。 
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  私の公約についてのご質問からお答えを差し上げます。 

  まず、町の収入を徹底してふやすということについてでございますけれども、町の収入を

増加していくということの具体的な施策としての実績について、お話を差し上げます。 

  前回も同じご質問をいただきまして、回答を差し上げたわけでございますけれども、私の

考えでは、商工業、農業、サービス業といった地場産業、規模的には中小の規模が多いかと

存じますが、そうした個人事業者を中心とする地場産業の育成が何より重要だと考えており

ます。 

  商工業については、駅前に観光拠点施設を開設いたしました。こちらは、観光でお越しに

なる皆様をこちらの拠点施設でお迎えすると、そういった取り組みとして行われたものであ

ります。来訪者も売り上げも増加という結果が、おかげさまで出ております。 

  観光案内所の平成30年度の来訪者実績は7,399人でありました。また、物産直売所、こち

らの売り上げは前年比、この前年というのは移転以前でございますけれども、比べて15.2％

の増加でありました。まずは順調な滑り出しと考えております。 

  町なかにまた、ＳＵＺＵＭＩＮＥという施設を、一宮リアライズという会社によって設営

を行っていただきましたが、こちらに入っておりますテナント、宮市さんあるいはうみかぜ

さん、こうしたテナントのお店も、玉前神社への参拝客の増加を受けてのことだと思います

が、来訪者が増加中であるということであります。 

  こうした一つ一つの拠点が、それぞれにお仕事を展開していくということを通じまして、

商店街の再度の活性化、そして観光客がお越しになられて消費をしていただく、その総額の

増加につながると考えております。 

  また、平成30年度から特産品開発支援事業を行いました。これは、平成30年度は１件ござ

いまして、町内でのおみやげを開発する団体が、町の特産品の代表であるトマトを使った、

幸福いっちゃんゴーフレットというものを開発して、今、販売をしていただいております。 

  この商品に続いて、また今年度以降、新たな地場産品が開発されることを大いに期待をし

ているところであります。この後継の商品の開発につきましても、現在募集をしているとこ

ろであります。 

  こうしたことで、一つ一つの拠点に今までなかった経済活動を展開していただくというこ

とで、少しずつ進めているところであります。 

  さて、中長期的な計画の取り組みについて申し上げます。 

  日本全国で既に人口減、あるいは高齢化が進んでおります。その中で、一宮町だけ人口を
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倍増させて都市となっていくことは不可能事であろうかと考えます。その中で、幸いにも現

在、私ども一宮町は移住の方が一定程度いらっしゃる。人口を維持している、外房では数少

ない自治体であります。 

  この移住のモメントを衰えさせず、若干の増加を維持して、そして今よりも縮小させない

ことをしていく。そうしたことが、実現可能な目標ではないかと考えております。 

  そして、町の財政的な基盤として、ここで大事なのは、私は大企業の力に依拠するのでは

なくて、先ほど最初にも申し上げました、中小の事業者の皆様のお力の結集によって町全体

を支えていく。そうしたことが最も望ましいのではないかと思っております。 

  今、町の地場産業の状況を拝見しますと、地元の産業といたしましては、農業、商工業、

またレストラン、サーフィンといったサービス業、こういったものがベースとなっておりま

す。今後、オリンピックの開催を経て、一宮町に対する内外の注目が、先ほど申し上げまし

たが、ますます高まると存じます。そうした中で、来訪者が増加していくということが見込

めると考えます。 

  こうした外からの来訪者の増加を踏まえて、農業も商工業もサービス業も観光といった文

脈の中に大きく統合していって、来訪者の経済活動が町の局所ではなく、町全体の文脈に関

係を持つように促していく。これが必要なことではないかと考えております。 

  また、もう一つ、一宮町のファクターとして、東京や千葉方面への通勤される方々のベッ

ドタウンとしての機能を持っており、こうした方々が勤労者として担っていただく住民税に

も期待をさせていただき、この地場産業とあわせまして、私の中長期的な目標のイメージと

しては神奈川県の鎌倉市、これは私どもよりはるかに規模が大きいわけでございますが、イ

メージとしてはそうしたものを志向すべきであろうかと考えております。 

  一方、大規模発電について、大橋議員から以前、私にご提案をいただいたことがございま

す。現在、技術が日進月歩で進化をしているところであります。これにつきましては、初期

投資も大変大きく、また維持管理もかなりの注意が必要でございます。そうした中では、ど

の段階で関与するか、そうしたことについてよくよく慎重に評価をすべきではないかと考え

ております。 

  一つ一つの小さな事業を積み上げ、大勢の方々が集まって支えていく。サイズとしては小

さくても輝きのある、手持ちの財産をベースにした等身大の町、これを目指すべきではない

かと私は考えております。 

  今後とも、住民の皆様、議会の皆様のお力添えを賜り、オリンピック開催を控えて、町に
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吹いている追い風を最大限に生かしながら、個別の施策の実現に向けて取り組んでまいりた

く存じる次第であります。 

  さて、最後に情報公開の取り組みですが、広報紙、ホームページ、防災行政無線などによ

りまして、町が取り組んでいる各課の事業の必要性、また効果などをできる限りわかりやす

く説明し、また速やかに住民の皆様に行政情報を差し上げることに努めていきたいと考えて

おります。 

  １点目のご質問に対してのお答えを差し上げました。 

  さて、２番目でございます。 

  防災対策の見える化を求めるというご質問であります。 

  一宮町では津波対策が確認できない。いつまでにどう対応するか、私からお答えを差し上

げようというご質問であります。 

  これにつきましては、現在、津波対策につきましては、千葉県によりまして一宮海岸に土

塁がつくられております。これからいまだ海岸部に土塁のない一宮海水浴場付近のほうへと

進んでいく予定になっております。また、一宮川の河口から中之橋までの護岸のかさ上げ工

事は、現在、急ピッチで進んでいるところであります。 

  町の内部に避難山、避難タワーをつくるというアイデアもございます。こうした施設整備

の有効性は、私どもも十分認識をいたしておりますが、私どもの一宮町の海岸部には、高さ

10メートル以上を有するホテル、保養所などが、近隣市町村に比べ多く存在しております。 

  この、高さ10メートル以上の建物の皆様に、一時避難場所としてこちらを利用させていた

だけるというご協力をいただいていることから、津波の浸水が予想される区域についてほと

んど、およそ面において約８割をカバーできる状況となっている次第であります。 

  そこで、私どもの町においては、直ちに避難山や避難タワーを新設しなければならないほ

ど緊迫した状況に住民の皆様が置かれていらっしゃる、そうした地域は少ないと考えており

ます。 

  一方で、またハードの防災対策だけに依存したあり方では、大いに限界があります。 

  私どもといたしましては、実際の発災時、特に重要になってくる、住民の皆様がそれぞれ

に取り組んでいただく自助。また、自主防災組織など住民組織を中心にお互い助け合ってい

ただく共助。そして、また私ども町のほうから差し上げる公助。こうしたソフト面について

強化を図ることなども必要なことかと考えております。 

  こちらの点からしますと、現在、自主防災会などもまた新しく各地区で立ち上がっており
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まして、ソフトも徐々に進んでいるということであります。 

  しかし、全体といたしまして、これまでの防災対策は必ずしも体系的ではありません。一

つ一つの個別対応の色彩が強いものでありました。 

  そこで、全庁的な総合的防災・減災対策、ハード、ソフトの両面から考える、そうしたこ

とが大事だと思いまして、今年の３月に一宮町防災対策検討会を立ち上げさせていただいた

わけであります。 

  ここの防災対策検討会において、こうした各課題をさらに詳細に検討いたしまして、今お

っしゃっていただいた津波対策の具体的な取り組みの目標を提示して、実行していくところ

へ進んでいきたいと思っておる次第であります。 

  さて、３つ目のオリンピックの取り組みの見える化を求めるというご質問についてお答え

をいたします。 

  私が公約で申し上げたグローカルというのはどういうことですかということ、そしてどの

ように取り組んで進んでおりますかというご質問を、まずお答えをさせていただきます。 

  グローカルという言葉は、全ての世界中からお越しいただく来訪者に対して、そういう皆

様に対して、ローカルな文脈、地元の人間が中心になってお迎えをし楽しんでいただく、お

もてなしを差し上げると、そういう意味で使ったわけであります。 

  これは、実は私がこの公約を差し上げたときは、まだオリンピックの具体的な状況は全く

わからなかったわけであります。そもそもオリンピックが当町で開催されるかどうかも、ま

だ決まっていない段階でありました。その中で、私としては、一宮町が大会本体に入り込む

可能性があるであろうと、そのように考えて、こうした大会を模索したいと申し上げたとこ

ろであります。 

  しかし、具体的にオリンピックが実際やってくると決まった後わかったことは、オリンピ

ックの本体、組織委員会がとり行うものでありまして、一宮町はあくまでサポーターにとど

まるということであります。そういうことでありますので、オリンピック本体について、一

宮町が地元の文脈で世界の方をお迎えするということは不可能事であるということがはっき

りしました。 

  そのかわりに私どもが今、考えておりますのは、オリンピック期間中に、会場外の役場周

辺で海外からのお客様、あるいは地元のお客様、あるいは日本中のお客様をお迎えして楽し

んでいただくイベントを行っていきたいと思っています。ここにおきましては、私の申し上

げるグローカルな文脈が十二分に成立するのではないかと思っております。 
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  今年度予算に企画立案委託業務を計上しております。現在、プロポーザルによって委託業

者の方を募っているという段階であります。 

  さて、オリンピックについて、負の遺産というものがありますかということをご質問いた

だきました。 

  負の遺産については、私どもは想定をいたしてはおりません。オリンピック後に残るもの

は、オリンピックの会場内に千葉県において整備される自然公園、そしてそこに町で建設す

るトイレ、シャワー、そして多目的スペースを備えた建物となります。 

  この建物は収益施設ではありませんので、維持管理費がかかってくることが想定されます

が、私どもといたしましては、駐車場あるいはシャワーなどの施設を有効活用する中で費用

を捻出することなど、このメンテナンスの負担を軽減していくことを考えていきたいと思っ

ているところであります。 

  以上、大橋議員のご質問にお答えを差し上げました。 

○議長（小安博之君） 答弁終わりました。 

  再質問ありますか。 

  大橋照雄君。 

○４番（大橋照雄君） それでは、再質問を４番、大橋、させていただきます。 

  まず、何度もこの公約のことに関して私、何回も毎回質問しているのは、町長の公約が形

に見えない。もう町長も３年たっておりまして、公約を遂行するのであれば当然、計画がで

きているんじゃないかと。その計画がまず示されないというところが問題なんです。 

  計画というのは、ご存じでしょうけれども、いつまでにどれだけの効果を出すというのが

出ていないと、これ、計画にならないんですけれども、それが現在の議会での発表ですと、

それが毎回出てこないので、それで毎回私はこんなような形で質問するようになってしまっ

ております。 

  それと、公約は職員の方々にはもう行き届いているんですかね。それもお聞きしたい。そ

れで、もし行き届いているとおっしゃるのであれば、どなたか、私、指名したら、それを言

ってもらえるようなことができるかどうか。それもちょっとお尋ねしたい。 

  それから、２番目の防災の見える化の件なんですけれども、町長、公約の中に避難道路を

整備すると、こういうことをうたっていますけれども、この避難道路の計画も見えないし、

ましてや着手なんかはしていないように見えますので、この点はどうなっているんでしょう

か。これも見えないから見えるようにしてくれと、そういう要望が町民の方からありました。 
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  それで、私、ちょこちょこ回って歩いているんですけれども、大村の住宅の方々に津波が

来たらどうしますと言ったら、車で逃げますよと、そういう即答で答えが来ました。車で逃

げないでくれと言っていませんかと言ったら、いや、それでもそれしか方法がないから、私

たちは、もしあれだったら、そういう事態が起こったら車で逃げますと。だから、道路の整

備ができていないと車で逃げても渋滞で、この前の3.11のときのように犠牲者が多く出ちゃ

う。そういうことを私は伺いたいと。 

  それと、津波のマップですか。あれ、データ的に８メーターなんかのときのデータじゃな

いですかね。津波がここまで来ますよという、そのマップがありますよね。何かあのマップ

によると、一宮町は町なかのほうには来ないような、そういう説明になっていたような気が

するんですけれども、最初の想定が８メーターだったのが、たしか10メーターぐらいに変更

になっていまして。それで、反対にここの庁舎は、ここに３メーターの津波が来ると想定し

て、一時避難場所としてこの庁舎をここに建てるんだということで、たしか建てたはずなん

です。 

  だから、そうすると、最初のころの想定よりもかなり後退した想定で考えているんじゃな

いかという、そういう私は思いがありますので、その辺の説明もお願いしたいです。 

  あと桜通りの町側の住民の方に、やはり津波が来たらどうしますと言ったら、やはり車で

逃げますと。やはり同じように、車で逃げちゃまずいんじゃないのと言ったら、ここの指定

場所、あるでしょうと言ったらありますよと。ただし、私たちは津波に向かって逃げなきゃ

いけないと。だからそういうのが、いざとなったときに人間の心理として無理じゃないかと、

そういうふうに考えるべきじゃないんですかという、そういうご意見もありました。 

  その辺についても、非常に対策としてちょっと不十分かなと思うようなことがあったので、

その回答もお願いします。 

  それと、オリンピックの取り組みの関連なんですけれども、町としては負の遺産というも

のは考えていないと。第一、ないんだよということで回答をもらっています。 

  それで、これは見解の相違になっちゃうので、私としては、オリンピックに関連してやっ

た事業というのは、全部オリンピックの事業というふうに私は考えるべきだと思います。 

  それで、その施設を維持管理する、特に東口の件が非常に私は一つの問題点に残るんじゃ

ないかなという考えを持っています。この維持管理がまだ幾らかきちんと示されていないし、

町としてはこれはオリンピックの事業ではないというふうにおっしゃるかもしれないですけ

れども、私の見解はオリンピックだからこの事業ができた、だからオリンピックに関連した
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事業である。そういう観点からいくと、当然オリンピックの遺産というふうに見るべきだと

思っています。だから、これに関しても十分な答弁をお願いしたい。 

  あと、このオリンピックという大会そのものは、恐らくもう二度と一宮町には、私の生き

ている限りはまず来ないと思うんですが、非常に大きなチャンスというふうに私は捉えます。

だから、このチャンスにまちおこしをどうしたらいいかという、そういう考えを町の経営者

としては考えるべきではないかと。 

  そういうふうに考えて、あえて具体的な事例として一つは、この間、千葉県は洋上風力発

電に非常に適した県であるという評価が出ました。だから、洋上風力発電などを検討して町

の財政を豊かにする、そういう構想に私は考えを持っていければいいんじゃないかな、そう

いう思いであります。 

  以上、３点でお願いします。 

○議長（小安博之君） 再質問が終わりました。 

  答弁願います。 

  馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） たくさんご質問をいただいたように存じますが、お答えを差し上げま

す。 

  まず、公約が職員に伝わっているかということでありますけれども、私はみずからの考え

を職員の諸君に常に申し述べていると思います。個々の皆さんの理解の傾きというかそうい

ったものは、それぞれの方のまたお考え等も関連して、多少変化があろうかと思いますけれ

ども、先ほど私が申し上げた町の目指すべき方向のあり方などについては、多くの職員の諸

君に共有をしていただいているものと私は思っております。 

  計画につきまして、具体的な何年までに幾らを増やすというものを欲しいということであ

りますけれども、町が実際に事業を起こすその主体になるということは、実際に非常に難し

い局面であります。 

  それは、一つには、私どもの予算の中で義務的経費、経常収支比率はかなり高いものがあ

ります。自由に使える裁量のあるお金は総体的に小さい中で、特に民業圧迫になるという、

そうしたそしりをクリアしながら直接的に事業に投入していくということは、なかなか難し

いところであります。そういう中で、一つ一つ可能なところから進めていくというしか、私

はないのではないかと思っております。 

  実のところ、行政のそうした産業振興については、なかなかこれは民間のお力をお借りし
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なくては進まないと、今、申し上げた民業圧迫の問題もございます。そういうものでござい

ますので、なかなか簡単な計画は難しいと。 

  社会主義国であれば、５カ年計画その他でできるのでありますけれども、私ども資本主義

社会では、公共部門は、目標は掲げることはできますが、なかなか自分でそれを行っていく

ということは難しい。 

  これは、例えば我が国の政府でも物価の２％の上昇というものを、日銀も動員しながら、

安倍内閣になって模索したわけですが、なかなかそれが難しい。そういったところにも表れ

ているように、かなり難しいところであります。 

  私といたしましては、以前も申し上げました、目標としてそうした方向を掲げて、できる

ところから一つ一つ形にしていき、一つ一つ増やしていくというのが、最も現実的で正しい

選択ではないかと考える次第であります。したがって、目に見える計画がないというそしり

は甘んじていただくところであります。 

  さて、避難道路についてのお話でございます。 

  避難道路をつくろうということで、私が公約で申し上げたということであります。確かに

申し上げたと存じます。 

  私は、それは総務課の諸君に検討を依頼しまして、既にここがいいのではないかという候

補は選び出してあります。 

  ただ一方で、全町的な防災の問題、山のほうでは土砂崩れ、川の周りでは水害、また海の

ほうでは津波、高潮、さまざまな問題がございます。こういう全体をにらんだ上で、総合的

な防災計画の中に落とし込んでいかないと、これは非常に場当たり的になってしまうと。 

  大きな投資でありますゆえに、よく考えて優先順位をつけて、そして全庁的なコンセンサ

スのもとに行うべきであると考えまして、今、防災対策会議のほうへこれを重要項目として、

私は委ねさせていただいているというところであります。 

  最新のハザードマップは古いデータではないかということでありますけれども、県のほう

では昨年10月に最新のハザードマップを公開しております。これにおきましても、これは役

場のあたりまで水が来るようでありますが、町の中心部は全く冠水をしないという結果が出

ております。これまで使っていたハザードマップとそれほど大きな違いがないということを、

私は目視で確認をいたしました。県のホームページに出ておりますので、ご覧いただければ

と思う次第であります。 

  また、海の方角に逃げない、そういう計画を今後つくっていくべきではないかと、そうお
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っしゃられました。そのとおりであろうかと思います。 

  あくまで海のほうの一時避難場所は、その近くにいらっしゃる方が逃げていただく。もち

ろんお命をお守りするということでは、山側のほうにいらっしゃっても、海側に逃げても必

ず助かりますので、そこは間違いありません。ただ、今おっしゃっていただいたように、心

理的に抵抗があるというのも事実かと思います。 

  ですので、今後、これも先ほど申し上げました防災対策会議で考えさせていただきますが、

あの近くには砂丘がございます。ああいった砂丘を利用して、一時避難場所を設営するとい

うことも私は、これは以前から既に実はプランを持っているんですけれども、またこれが場

当たり的になるといけないと思いまして、防災対策会議にこれもお諮りをしたいというふう

に思っているところであります。 

  したがいまして、桜通りから背後の山のほうへ逃げていただくというのが現実的な選択肢

であろうと思いますので、今後その会議の中で具体化していきたいというふうに思うところ

であります。 

  あと、負の遺産について、東口の件は企画課長からお答えを差し上げます。 

  そして、最後に洋上風力発電でございますが、私は洋上風力発電については可能性を信じ

ております。しかし、現在のところ非常に、先ほども申し上げました、日進月歩で技術が進

んでおります。一方で機械は物すごく大型化しておりますね、発電量も物すごく多いんです

けれども。 

  こういったものを、例えば私どもの山は50メートルぐらいしかないんですが、今の巨大な

風車は180メートルあるそうであります。そういったものを例えば海岸部に建てる。沖合、

どこに建てるか、そういったことも景観そのものにも大きくかかわってまいりますので、一

宮町のあり方をかなり大きく改変する可能性がある。そうしますと、またこれが、今、発電

した電気を売却するということについても、また法的枠組みが変わってきつつあるところで

あります。 

  ですので、こういったものが果たして私どもの町のあり方として妥当であるかどうか。か

なり多方面の要素をよく勘案して、結論を出さなくてはいけないのではないかと思っている

次第であります。 

  したがいまして、今は鋭意、情報を収集中であるというふうにお答えを差し上げたいと思

います。決してその可能性を排除するものではないです。これは、先ほどの答弁でも申し上

げたとおりであります。 
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  しかし、ただ飛びついていいというふうにはいかないんだろうというふうに思うところで

あります。よくよく多方面から分析をした上で、間違いなく、町がプラスになると判断した

段階で、これは皆様に信を問う形で実行に移していく、そういったことが志向されるべきで

はないかと考える次第であります。 

  以上、私からお答え申し上げるべきところをお答えを差し上げました。 

○議長（小安博之君） 渡邉企画課長。 

○企画課長（渡邉高明君） それでは、上総一ノ宮駅東口が負の遺産になるのではないかとの

再質問にお答えします。 

  上総一ノ宮駅東口の開設は、駅東側からの利便性向上や西口周辺の混雑緩和などの効果を

もたらし、町民はもとより、オリンピック開催を契機に一層の増加が見込まれる観光客の利

便性を向上させるとともに、移住、定住者の誘因になることも期待できるなど、当町の活性

化に資するものであります。 

  また、平成29年９月の町民3,000世帯を対象とした上総一ノ宮駅東口開設と町民アンケー

トの調査結果では、東口開設に対しては、居住地区や年齢を問わず、回答者の約７割が賛意

を示しております。加えまして、東口を開設したら利用するかとの問いに対しては、約６割

の方々が利用すると答えています。 

  こうしたことから、町では上総一ノ宮駅東口がいわゆる負の遺産になるとは考えておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） ほかに答弁ありますか。 

  答弁終わりました。 

○４番（大橋照雄君） じゃ、希望と確認で。 

○議長（小安博之君） はい、どうぞ。 

○４番（大橋照雄君） 私が今まで聞いておりますと、やはり同じように、町としては自分で

手をつけていないから具体的な表示ができませんよという内容で、私、受け取りました。 

  それと、財政が非常にどんどん悪くなる想定はあります。だからこそ、これからは行政も

お金が入る算段も企画していかないと町が生き残れない、そういう私は観点を持っています

ので、現在の、非常にお金がないからできないということを結構、理由として言い始めてい

ますから、これは顕著なる現象だと思います。 

  だから、これからは町長という立場の方は経営者という感覚をお持ちにならないと、町が
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生き残れないんじゃないかという思いであります。 

  今日の新聞で「言い逃れ体質、やり方は同じ」というようなキャッチフレーズの記事を見

たんですけれども、何かいつも言葉だけでかわしていく、そういうような議会のやりとりが

私としては感じられる。だから、もう３年もたっているので、具体的にこうするんだという

その姿がきちんと示されないと、私はもう問題だなというふうに思っております。 

  町長の公約は非常にすばらしい公約なんですけれども、実現しないことには非常にもった

いない。町民にとっては何だということになっちゃいますので、いま一度この機会を使いま

して、再度考え直してもらいたい。 

  そして、もし町民からの提案を受けて検討しますよという姿勢があるのであれば、私も何

人かの方を募って、ぜひ提案をさせていただきたいと思っております。ぜひ、その辺の検討

をよろしくお願いします。 

  以上、希望と確認でございます。 

○議長（小安博之君） 以上で、大橋照雄君の一般質問を終わります。 

  これをもちまして通告されました一般質問は全て終了いたしました。 

  会議途中でありますが、ここで20分程度の休憩といたします。 

休憩 午後 １時４０分 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時００分 

○議長（小安博之君） 会議を再開いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（小安博之君） 日程第９、報告第１号 繰越明許費繰越計算書についてを議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、報告第１号 繰越明許費繰越計算書についてご説明申

し上げます。 

  議案つづり１ページをご覧ください。 

  繰越明許費繰越計算書について。 

  平成30年度一宮町一般会計予算繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地
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方自治法施行令第146条第２項の規定により報告する。 

  ２ページをご覧ください。 

  平成30年度一宮町繰越明許費繰越計算書。 

  まず、２款総務費、１項総務管理費、事業名、東京五輪準備事業、金額226万6,000円。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、事業名、被災農業者向け経営体育成支援事業、金額702

万8,000円。ため池整備事業、金額789万7,000円。 

  ９款教育費、２項小学校費、事業名、東浪見小学校体育倉庫新築事業、金額221万4,000円。

３項中学校費、事業名、一宮中学校空調機設置事業、7,147万2,000円。 

  以上、合計いたしまして9,087万7,000円を繰り越したものでございますので、ご報告申し

上げます。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（発言する者なし） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  本案については、地方自治法施行令第146条第２項に基づく報告事項ですので、以上で終

わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第10、議案第１号 一宮町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  秦税務課長。 

○税務課長（秦 和範君） それでは、議案第１号 一宮町税条例の一部を改正する条例の制

定について説明いたします。 

  議案つづりの３ページをお開きください。 

  本件は、軽自動車税の環境性能割の課税免除について規定するもので、当分の間、千葉県

知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車、これに相当する軽自動車を町長が定め、軽

自動車税の環境性能割を課さない旨を附則第15条の２の３として規定するものでございます。 

  軽自動車税の環境性能割の賦課徴収事務につきましては、当分の間、千葉県が町にかわっ
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て賦課徴収事務を行うこととなっており、町と千葉県の間に協定書の取り交わしを行わず、

課税免除を行うものでございます。 

  対象となる軽自動車でございますが、日本赤十字社の所有する救急自動車等でございます。 

  施行期日は本年10月１日でございます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第10、議案第１号 一宮町税条例の一部を改正する条例の制定についてを

採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第11、議案第２号 東浪見コミュニティセンターの設置及び管理

に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、議案第２号 東浪見コミュニティセンターの設置及び

管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

  議案つづり４ページをご覧ください。 

  本改正につきましては、本年10月１日に予定されております消費税の８％から10％のアッ

プ分に対する町の施設の使用料及び管理料等が改正になる部分について、一括で上程するも

のでございます。 

  まず、第１条につきましては、東浪見コミュニティセンターの施設及び備品の使用料等の
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改正でございます。 

  第２条につきましては、一宮町宮の森霊園に関しての管理料の改正でございます。 

  第３条におきましては、一宮町農業集落排水処理施設における使用料の改正でございます。 

  ５ページをご覧ください。 

  第４条におきましては、一宮町市民農園における使用料の改正でございます。 

  第５条、一宮町公民館設置及び管理に関する条例の中の使用料のうちの、大会議室の使用

料の改正でございます。 

  あわせて、第７条で「設備及び備品使用料」表中、「ラジオカセットプレーヤー」を「Ｃ

Ｄラジカセ」、「ビデオデッキ・カメラ」を「ＤＶＤプレイヤー」に、あわせて改めるもの

でございます。 

  第６条におきましては、一宮町営野球場の使用料及び管理料に関するものでございますが、

使用料の改正にあわせまして、施設の利用時間の表記を統一するために改正するものでござ

います。 

  第７条におきましては、町営テニス場並びにゲートボール場の各使用料の改正でございま

す。 

  第８条におきましては、一宮町振武館の使用料の改正とあわせまして、利用時間の統一を

図るために、字句の改正をあわせて行うものでございます。 

  続きまして第９条、一宮町ＧＳＳセンターにおきましては、多目的広場及び会議室の使用

料の改正でございます。 

  第10条におきましては、一宮町創作の里の各部屋の使用料の改正でございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は令和元年10月１日から施行する。消費税改正に合

わせて施行となります。 

  なお、経過措置といたしまして、この条例の施行日以降の使用料に関する使用料等であっ

て、施行日前に許可等されたものの金額については、この条例による改正後の条例の規定に

かかわらず、なお従前の例によるものでございます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

  ４番、大橋照雄君。 

○４番（大橋照雄君） ４番、大橋です。 
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  ただいまの説明によりますと、消費税が上がることによって値上げをするということであ

りますけれども、もし消費税が値上がりしなかったらやめるということになるのでしょうか。 

○議長（小安博之君） 質問が終わりました。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） 使用料が上がらない場合は、また条例の改正を行うものです。 

○議長（小安博之君） ほかに質問はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第11、議案第２号 東浪見コミュニティセンターの設置及び管理に関する

条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第12、議案第３号 一宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中山子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中山栄子君） 議案第３号 一宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明いたします。 

  議案つづりの７ページをご覧ください。 

  ４月の機構改革により、第６条の一宮町子ども・子育て会議の庶務を福祉健康課から子育

て支援課に改正するものでございます。 

  この条例は公布の日から施行し、４月１日から適用するものです。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 
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  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第12、議案第３号 一宮町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

の制定についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第13、議案第４号 一宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中山子育て支援課長。 

○子育て支援課長（中山栄子君） 議案第４号 一宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

  議案つづりの８ページをご覧ください。 

  国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行

うものでございます。 

  改正内容は、放課後児童支援員の認定研修と資格要件に関する２点です。 

  まず、第10条第３項の改正ですが、放課後児童支援員は都道府県知事が認定研修を行うも

のとされておりますが、新たに政令指定都市の長も研修を実施できることとなったため、実

施機関に加えるものでございます。 

  次の同項第５号の改正ですが、学校教育法の改正により、大学制度の中に新たに専門職大

学が設けられたことを受け、放課後児童支援員の資格要件に、専門職大学の前期課程の修了

者を追加するものでございます。 

  この条例は公布の日から施行するものです。 
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  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第13、議案第４号 一宮町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第14、議案第５号 一宮町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森福祉健康課長。 

○福祉健康課長（森 常麿君） それでは、議案第５号、一宮町介護保険条例の一部改正の関

係でご説明申し上げます。 

  議案つづりの９ページをご覧ください。 

  第２条の改正でございます。 

  １点目は、元号の改正によるもので、第１項中「平成32年度」の表記を「令和２年度」と

いたします。 

  ２点目は、本年10月の消費増税にあわせ、低所得者への保険料軽減をさらに強化するもの

です。第２項の改正、第３項及び第４項の追加により、第１段階を２万3,000円、第２段階

を３万8,300円、第３段階を４万4,400円とするものです。 

  続きまして、10ページをご覧ください。 

  附則といたしまして、改正後の規定は平成31年４月１日から適用し、経過措置では、平成
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30年度以前の保険料を、なお従前の例といたします。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（発言する者なし） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第14、議案第５号 一宮町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第15、議案第６号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する

協議についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、議案つづり11ページをご覧ください。 

  議案第６号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市

町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、ご説明申し上げ

ます。 

  令和元年８月31日をもって香取市東庄町病院組合が解散されることに伴いまして、地方自

治法第286条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規

定により議決を求めるものでございます。 

  今回は、各規約の中における別表における団体名から香取市東庄町病院組合、解散するも

のでございますので、これを各項目から削除して改正するものでございます。 
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  なお、この規約につきましては、解散の翌日、令和元年９月１日から施行するものでござ

います。 

  説明は以上でございます。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第15、議案第６号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につ

いてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第16、議案第７号 令和元年度一宮町一般会計補正予算（第３

次）議定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩田総務課長。 

○総務課長（塩田 健君） それでは、議案第７号 令和元年度一宮町一般会計補正予算（第

３次）議定についてご説明申し上げます。 

  まず、議案つづり15ページをご覧ください。 

  令和元年度一宮町の一般会計補正予算（第３次）は、次に定めるところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の補正。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,823万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ47億2,977万7,000円とするでございます。 

  では、歳出のほうからご説明申し上げます。 
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  議案つづり22、23ページをご覧ください。 

  右側の説明欄にてご説明申し上げます。 

  まず、情報化推進事業、備品購入費、補正額は４万5,000円でございます。これにつきま

しては事務用品の備品ということで、サーバーのバックアップのさらなるバックアップする

ためのハードディスクが故障したため、補正で購入するものでございます。 

  続きまして、ふるさと応援事業、償還金利子及び割引料でございます。この還付金といた

しまして33万6,000円を補正するものでございます。これは、ワンストップ特例に対する還

付希望者への還付分となっております。 

  続きまして、防災行政無線管理運営事業、このうち役務費として通信運搬費、補正額８万

円。これにつきましては、防災無線を聞き忘れたり聞き逃した方が再度聞きたい場合、新し

い回線の電話番号に電話しますと、内容が聞けるものでございます。これは６月から運用予

定の状況でございます。 

  続きまして、集会場等改修費補助事業、負担金補助及び交付金、補正額512万8,000円。ま

ず１つ目といたしまして、集会場の補助金といたしまして82万8,000円。これは海岸区の集

会場の改修の補助金でございます。次に、コミュニティ助成事業といたしまして、東浪見伝

統芸能及び綱田区の自主防災組織へ430万円支払うものでございます。 

  続きまして、2020年国勢調査調査区設定事業、賃金といたしまして△の1,000円。これは

交付決定による差額でございます。続きまして、使用料及び賃借料。今年度に入りまして、

新たに県から交付決定されたパソコンの借り上げ代２万円を計上するものでございます。 

  続きまして、保育委託事業、委託料、管外委託料、補正額151万2,000円。これは、横芝光

町へ管外通所している方への支払いでございます。 

  続きまして、予防接種事業、これにつきましては、国が新たに行う風疹の予防接種、定期

接種と任意接種、また、引き続き今年度から５年間追加になりました、高齢者の肺炎球菌予

防接種事業に関する各消耗品、印刷製本、通信運搬費、手数料、電算処理委託料等一式の金

額について、608万8,000円を補正するものでございます。 

  １枚おめくりいただきまして24、25ページでございます。 

  未熟児養育医療給付事業、補正額3,000円。これにつきましては、国庫負担金の精算に伴

う返還金でございます。 

  続きまして、プレミアム付き商品券事業、補正額2,135万9,000円。これにつきましては、

今年度、国が消費税対策として行う新しい事業として、プレミアム付き商品券発行に当たる
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各職員の手当、臨時職員費、消耗品費、通信運搬費、電算システムの保守委託料、また商品

券の取り扱い委託を行う金額でございます。 

  続きまして、海岸トイレ維持管理事業、補正額２万1,000円。これにつきましては、海岸

トイレの男子トイレのウォシュレットのノズルが１カ所破損しておりますので、この修繕料

でございます。 

  続きまして、建築指導事務運営費、補正額102万5,000円。これにつきましては、コンクリ

ートブロック塀の補助金が国の配分増になる見込みでございますので、その追加分を補正す

るものでございます。 

  続いて、都市下水路維持管理事業、補正額74万6,000円。これにつきましては、中央ポン

プ場内の水道が漏水をしておりますので、これを漏水検査したところ、なかなか不明でござ

いますので、新たな給水管を布設して対応するものでございます。 

  続きまして、災害対策事業、補正額６万3,000円。これは、掘抜き消火栓の撤去工事でご

ざいます。権現前集会所にある掘り抜き井戸を撤去するものでございます。 

  最後に、特別職人件費といたしまして、補正額163万2,000円。これにつきましては、特別

職の共済費でございます。今まで、前町田教育長の場合は75歳以上、後期高齢者でございま

したが、新しく藍野教育長が就任されましたので、その分を追加で補正するものでございま

す。 

  それでは、お戻りいただきまして、20、21ページ、歳入のほうでございます。 

  大きな点は、ただいまご説明いたしました各歳出に対する分担金及び負担金、国庫、県支

出金をここへ補正するものでございます。 

  最初に、児童福祉費負担金といたしまして補正額19万3,000円、これは管外保育の保育料

でございます。 

  続きまして、児童福祉費負担金、補正額63万8,000円につきましては、子どものための教

育・保育給付交付金、これも同じく管外の国負担分でございます。 

  続きまして、低所得者保険料軽減負担金でございますが、国からの補助金で、支出金で

277万8,000円で、今回は歳入のみで歳出はございません。 

  続きまして、保健衛生費補助金でございます。補正額217万6,000円。これにつきましては、

特定感染症検査等事業費補助金、先ほどご説明いたしました風疹の定期接種に対する国の負

担金でございます。 

  都市計画費補助金、補正額60万1,000円。これは、防災・安全社会資本整備交付金、先ほ
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どご説明いたしましたコンクリートブロックの補助に対する国分でございます。 

  続きまして、プレミアム付き商品券事業補助金、補正額2,135万9,000円。プレミアム付き

商品券事業費及び事務費に対して、10分の10、国からの補助金でございます。 

  続きまして、児童福祉費負担金、補正額31万9,000円。これは、子どものための教育・保

育給付費負担金、これは管外保育の県分でございます。 

  低所得者保険料軽減負担金、補正額は138万9,000円。これも歳出なしでございまして、県

からの繰り出し分でございます。 

  保健衛生費補助金、補正額２万5,000円。これは風しんワクチン接種補助事業補助金とい

たしまして、これは接種事業に対する県費分でございます。 

  都市計画費補助金、補正額24万円。これは、住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金と

いたしまして、ブロック塀の補助として県が新たにつくりました補助事業に対する歳入でご

ざいます。 

  続きまして、統計調査委託料１万9,000円。これは、2020年国勢調査調査区設定事業委託

の県分でございます。 

  繰越金につきましては、前年度繰越金420万円。 

  最後に、雑入といたしまして430万円。これはコミュニティ助成事業の助成金で10分の10、

自治センターのほうからの補助金となります。 

  説明は以上でございます。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

  ８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗です。 

  ただいまの補正についてお伺いしたい点ですが、風疹の予防接種についてお伺いしたいん

ですけれども、資料によりますと、風疹の予防接種、受診率50％の見込みというふうに書い

てあるんですが、50％というところの根拠ですとかその辺のところはどんなふうになってい

るんだろうかということと、それから仮に受診率50％以下ですと、その効果というのが、で

きるだけ風疹の発生がないようにということで、町長の行政報告にもそういうお話があった

と記憶しますが、50％で、しかも年齢制限があるという形ですと、実際には50％ぎりぎりま

で受けられたとしても、対象の方の４分の１しか受診されないということになるかと思いま

す。それだとかなり少ないということになってしまいますね。 
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  効果の面で、いかがなものでしょうかというふうに心配するわけなんですけれども、これ

を例えば50％であるならば、年齢制限を設けずに、対象の年齢の方全員に対してするという

ことであれば、もっと効率よくできるんじゃないかというふうに思います。その辺のところ

が、50％と設定した根拠と進め方の理由。 

  あるいは、もう一つは、風疹の予防接種そのものの説明をちょっとしていただきたいとい

うのがございます。 

  さらに、もう一つですけれども、受診率の設定は50％なんですけれども、できる限り多く

の方に受けていただかなければいけないわけですから、これを超える場合も当然あると思い

ます。その場合は、さらに補正するということになるかと思いますけれども、受診率アップ

のための方策と方針、やり方とかというところをどんなふうに考えているのか。その辺のと

ころをお聞きしたいと思います。 

○議長（小安博之君） 答弁願います。 

  森福祉健康課長。 

○福祉健康課長（森 常麿君） ただいまの風疹の関係のご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、１点目の受診率50％、見込みの根拠でございますが、今回この年代への予防接種、

初の試みでありまして、国のほうから50という数字が示されましたので、それを採用させて

いただいております。 

  それと、これも国のほうの方針といいますか、医療機関への受診者が殺到することを防ぐ

ために、まず１年目は40歳から47歳という区切りでやっていこうということで、50％ですの

で、受診率、そんなに高くないので３年間設けまして、この中で極力受診率が上がるように

という制度でございます。 

○議長（小安博之君） ほかに質疑ありますか。 

  まだ終わっていない。 

  藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） すみません、８番、藤乗です。 

  この風疹の予防接種の仕組みそのものとして、国からの補助が２分の１ということではあ

るんですが、これに係るコストの全てに対して２分の１出るのか。それから、県の補助とい

うような部分の記載もあるんですけれども、その辺の関連、仕組みというのがいま一つわか

りにくいんですが、その辺のところを教えていただきたいということです。 

○議長（小安博之君） 森福祉健康課長。 
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○福祉健康課長（森 常麿君） お答えをさせていただきます。 

  まず、国による追加的対策につきましては、今回40歳から57歳の男性。方法といたしまし

ては、最初に抗体検査を行いまして、結果が陰性であった場合はワクチン接種ということで、

抗体検査の部分までが国庫補助の対象であります。 

  今回、計上してあります県の補助金につきましては、それと別で、妊婦等を対象とする風

疹の、こちら任意の接種になりますので、また別の事業でございます。よろしいでしょうか。 

○議長（小安博之君） 藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ただいまの説明でいきますと、抗体検査は補助があるけれども、実際

のワクチン接種に関しては町負担というか、本人負担、どちらになるんでしょうか。 

○議長（小安博之君） 森福祉健康課長。 

○福祉健康課長（森 常麿君） 町で委託料として支払いまして、その財源措置につきまして

は普通交付税とされております。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第16、議案第７号 令和元年度一宮町一般会計補正予算（第３次）議定に

ついてを採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第17、議案第８号 釣ヶ崎海岸施設建築工事の請負契約締結につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩田総務課長。 
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○総務課長（塩田 健君） それでは、お手元の資料30ページをご覧ください。 

  議案第８号 釣ヶ崎海岸施設建築工事の請負契約締結についてでございます。 

  次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。今

回は5,000万円を超える契約でございますので、議会議決が必要となります。 

  工事名につきましては、釣ヶ崎海岸施設建築工事、契約金額は8,467万2,000円、請負業者

は一宮町東浪見2620番地、東日総業株式会社、代表取締役、篠瀨栄進。 

  説明は以上でございます。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

  ４番、大橋輝男君。 

○４番（大橋照雄君） ４番、大橋です。 

  この工事は建物とかそういう部分だけですか。それとも道路の出入り口の拡幅も含まれて

いますか。 

○議長（小安博之君） 答弁、渡邉企画課長。 

○企画課長（渡邉高明君） 本工事につきましては、建物のみの工事となります。 

○議長（小安博之君） よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第17、議案第８号 釣ヶ崎海岸施設建築工事の請負契約締結についてを採

決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諮問案第１号の上程、説明、質疑、採決 
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○議長（小安博之君） 日程第18、諮問案第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 諮問案第１号の説明を申し上げます。 

  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明を差し上げます。 

  推薦する方は、継続してお願いいたしたい、15区にお住まいの中ノ谷和惠さんです。 

  中ノ谷さんにつきましては、お手元にお配りした資料のとおりです。 

  長生郡市を中心に33年間、小学校の教員として勤務され、平成22年３月に退職されました。

現在は千葉県学習サポーターとしてもご活躍をされており、人格、識見ともにすぐれた人物

です。 

  法務大臣から平成28年10月１日に人権擁護委員として委嘱され、本年９月30日をもって１

期目の任期が満了となりますので、今回、２期目の推薦をいたしたく、議員の皆様からご意

見を求めるものであります。任期は、令和元年10月１日から３年間です。よろしくお願いい

たします。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

  ４番、大橋照雄君。 

○４番（大橋照雄君） ４番、大橋です。 

  この諮問案なんですけれども、これを配付のときにこの略歴ですか、これも一緒に添えて

もらうわけにはいかないんですかね。それでないと検討する余地が当日になっちゃうので、

非常に難しいということなので、もしこの１号様式と、こういうのを出すときに一緒にこれ

を抱き合わせで出していただけると非常にやりやすいと思いますので、そういうことはでき

ませんでしょうか。 

○議長（小安博之君） 答弁できますか。 

（発言する者なし） 

○議長（小安博之君） 大橋照雄君に申し上げます。 

  今の件につきましては、また執行部と議会のほうで調整させていただきますので。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、討論を省略いたします。 

  これより、日程第18、諮問案第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てを採決いたします。 

  お諮りいたします。中ノ谷和惠さんを適任とすることに賛成の諸君は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小安博之君） 起立全員。よって、本議会の中ノ谷和惠さんに対する意見は適任と決

しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎同意案第１号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（小安博之君） 日程第19、同意案第１号 一宮町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 同意案第１号についてのご説明を差し上げます。 

  教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてのご説明を差し上げる次第であり

ます。 

  昨年12月に、一宮町教育委員会委員長の山田和雄さんが急逝され、現在まで教育委員が１

名不在となっております。 

  一宮町教育委員会より、このたび、教育委員の選任について依頼がございましたので、12

区にお住まいの小髙 隆さん、63歳を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

  小髙さんについては、お手元にお配りした略歴書のとおりであります。 

  地方公務員として42年間の長年にわたり奉職され、主に建設、土木関係をご専門に、道路

建設や計画の中心となり、ご活躍されました。また、防災対策についても中心となられてお

られるなど、在籍中は要職を務められ、行政全般に精通されております。 

  私は、教育委員に求められるのは、学校教育の経験や専門的知識はもちろんですが、乳幼

児教育や社会教育、また文化に対する知識、あるいは保護者の目線からのご意見などが重要



－80－ 

で、現委員の皆様はその知識、経験が十分におありの方々であると認識いたしております。

そして、そこにさらに行政的な識見が加わることで、教育行政は盤石なものになると思って

おります。 

  小髙さんは、地域の方々からの信頼も厚く、温厚誠実で、人格、識見ともにすぐれておら

れ、今後、当町の教育行政はもとより、町行政全般にわたり、誠意を持ってご意見をいただ

けるものと思っております。 

  教育委員として適任であると考えますので、議会同意をお願いしたく上程するものです。

よろしくお願いいたします。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

  ４番、大橋照雄君。 

○４番（大橋照雄君） 大橋です。 

  ただいまの町長の任命説明をできれば、しつこいようですけれども、この略歴の中に入れ

ていただければ非常にわかりやすくなると思いますので、また、これも後でそういうことに

なると思いますがお願いします。 

○議長（小安博之君） 大橋議員に申し上げます。 

  今の要望に関しまして、議会としましても執行部と調整させていただきますので、よろし

いでしょうか。 

○４番（大橋照雄君） はい。 

○議長（小安博之君） ほかに質疑はありますか。 

  ８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） ８番、藤乗です。 

  ただいま小髙さんについてのお話をお伺いしましたので、その辺のところは了解いたしま

した。 

  ただ、この方に選定すると、任命するということで、ここに提出するに至った経緯という

ところについてお伺いしたいんですが、といいますのは、最初からこの方だけを指名すると

いう形で検討されていたのではないと通常、想像するんですけれども、このような形になる

前の段階でどのような方を検討されていたのか。 

  もちろん、個人情報に当たるような、個人名に当たる部分をつぶさに提示してくださいと

いうわけではございませんので、どのような経緯で絞ってきたのかというところの経緯をお
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話しいただきたいと思います。 

  当然、教育委員ですので、中には義務教育関係のご出身の方をというようなお話もあった

のではないかというふうに想像しますし、そういったところの選別の経緯があったようであ

れば、その辺のところをお願いしたいということです。 

○議長（小安博之君） ただいまの質問に対して。 

  町長、馬淵昌也君。 

○町長（馬淵昌也君） 先ほど、同意案の説明を差し上げた中で、教育委員会から選任につい

てご依頼をいただきました。その中で、私ども町の中で、教育委員をお願いするにふさわし

い方々を念頭に置きまして、幹部の中で議論をさせていただきました。 

  その結果、私どもといたしましては、統一して小髙さんにお願いをしたいという結論に至

りましたので、本日ご提案を差し上げた次第であります。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） 答弁、８番、藤乗一由君。 

○８番（藤乗一由君） 質問の意図が十分伝わっていないのではないかというふうに思うんで

すけれども、言い方を変えますと、これまで、この方に絞るに当たって何人の方を検討され

たのかというようなところも含めてということですが、それに当たってはそれぞれメリット、

デメリットという部分を検討されたんだと思いますし、これを受けていただけるかどうかと

いう部分もあったかと想像しますけれども、そういったところをお聞きしたいと、その経緯

としてお聞きしたいというふうに申し上げているんですが。 

○議長（小安博之君） 藍野教育長。 

○教育長（藍野和郎君） はっきりしたお答えになるかどうかわかりませんが、今の教育委員

さんをお願いしているスタッフの中で、先ほど町長の話にもありましたが、まず幼保連携の

経験の豊富な方、それから社会教育全般に関して精通していらっしゃる方、それから保護者

の目線、自分はおかしいんですけれども、自分はその義務教育と高校教育、両方かかわって

きていますので、あと足りないのは何かというと、やっぱり行政的手腕で物を冷静に判断し

た視点で見てくれる人がいればいいなということで、いろいろ何名の方かをリストアップし

たように思います。 

  それで、要するに、義務とおっしゃっていましたけれども、正直なところ、行政的な手腕

というものがあったら、どこからどういう切り口で、よく藤乗議員が話している、どこがど

ういうふうにこの話を持っていったら、どういうふうにおさめたらいいのかという、そうい
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う手法を自分たちも学びたいということで、この小髙さんが土木関係ではかなり長いこと携

わってきてくださっているということはわかりましたので、私も賛同いたしました。よろし

いでしょうか。 

  以上です。 

○議長（小安博之君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。討論を省略し、直ちに採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、討論を省略いたします。 

  日程第19、同意案第１号 一宮町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

を採決いたします。 

  お諮りいたします。小髙 隆さんを一宮町教育委員会委員とすることに賛成の諸君は起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小安博之君） 起立全員。よって、小髙 隆さんを一宮町教育委員会の委員に同意す

ることに決しました。 

  ここで、日程追加のため暫時休憩を、20分程度の休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時５２分 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時０９分 

○議長（小安博之君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程の追加 

○議長（小安博之君） お諮りいたします。発議第１号及び発議第２号を日程第20と、日程第

21として日程に追加し、お手元に配付いたしました追加日程のとおり議題といたしたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認めます。よって、日程第20から日程第21を日程に追加し、

お手元の追加日程表のとおり議題とすることに決定いたしました。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第20、発議第１号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見

書を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  提出者、13番、鵜野澤一夫君。 

○１３番（鵜野澤一夫君） 13番、鵜野澤です。 

  発議第１号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書。 

  上記の議案を別紙のとおり一宮町議会会議規則第13条第２項の規定により提出いたします。 

  令和元年６月14日提出。 

  提出者、一宮町議会議員、鵜野澤一夫。賛成者、一宮町議会議員、鵜沢一男、吉野繁徳、

小関義明、川城茂樹。 

  一宮町議会議長、小安博之様。 

  裏を見ていただきたいと思います。 

  義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書。 

  義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上

をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務

教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすもの

です。 

  政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、その負担を地方に転嫁する意図のもとに、

義務教育費国庫負担金の減額や義務教育費国庫負担制度そのものの廃止にも言及しています。 

  地方財政においても厳しさが増している今、義務教育費国庫負担制度の見直しは、義務教

育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮されます。 

  また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれること

は必至です。 

  よって、国においては、21世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維

持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  令和元年６月14日。 

  千葉県一宮町議会議長、小安博之。 
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  内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、文部科学大臣、柴山昌彦様、総務大

臣、石田真敏様。 

  以上でございます。 

○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第20、発議第１号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を採決

いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

  可決した意見書は、後日、関係行政庁に提出いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小安博之君） 日程第21、発議第２号 国における2020年度教育予算拡充に関する意

見書を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  提出者、13番、鵜野澤一夫君。 

○１３番（鵜野澤一夫君） 13番、鵜野澤です。 

  発議第２号 国における2020年度教育予算拡充に関する意見書。 

  上記の議案を別紙のとおり一宮町議会会議規則第13条第２項の規定により提出いたします。 

  令和元年６月14日提出。 

  提出者、一宮町議会議員、鵜野澤一夫。賛成者、一宮町議会議員、鵜沢一男、吉野繁徳、

小関義明、川城茂樹。 

  一宮町議会議長、小安博之様。 

  説明ですが、先ほどの請願書で説明いたしましたので、この意見書においては多少省略し
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て説明をいたします。ご了承ください。 

○議長（小安博之君） どうぞ。 

○１３番（鵜野澤一夫君） 国における2020年度教育予算拡充に関する意見書。 

  教育は、憲法・子どもの権利条約の精神に則り、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに

教え、育てるという重要な使命を負っています。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、

「不登校」、少年による凶悪犯罪、さらには経済格差から生じる教育格差・子どもの貧困等、

さまざまな深刻な問題を抱えています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復

興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。 

  一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促

進、さまざまな教育諸課題に対応する教職員定数の確保等が急務です。 

  充実した教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要が

あります。また、子ども達の豊かな学びを保障するには、教職員の働き方改革も欠かせませ

ん。教職員の時間外勤務が緩和されるよう定数改善するとともに労働対価に見合う給与実態

を実現するためには「教職員給与特別措置法」の改善が必要です。 

  そこで、以下の項目を中心に、平成31年度に向けての予算の充実をお願いします。 

  ・震災からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること 

  ４つ飛びまして、 

  ・危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実す

ること 

  ・子どもの安全と充実した学習環境を保護するために、基準財政需要額の算定基準を改善

し、地方交付税交付金を増額すること 

  国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教

育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい

状況の中ではありますが、必要な教育予算を確保することを強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  令和元年６月14日。 

  千葉県一宮町議会議長、小安博之。 

  内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、文部科学大臣、柴山昌彦様、総務大

臣、石田真敏様。 

  以上でございます。 
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○議長（小安博之君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより本案に対する質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、日程第21、発議第２号 国における2020年度教育予算拡充に関する意見書を採

決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小安博之君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決いたしました。 

  可決した意見書は、後日、関係行政庁に提出いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長（小安博之君） 以上で、本定例会の案件は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、令和元年第２回一宮町議会定例会を閉会いたします。 

  本日はどうもご苦労さまでした。 

閉会 午後 ３時１９分 

 


